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平成２８年第１回常陸太田市議会定例会会議録 

 

平成２８年３月３日（木） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

平成２８年３月３日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 施政方針説明 

日程第 ３ 報告第 １ 号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例等の一 

             部を改正する条例の一部を改正する条例） 

日程第 ４ 議案第 １ 号 常陸太田市行政不服審査会条例の制定について 

      議案第 ２ 号 常陸太田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定 

             について 

      議案第 ３ 号 常陸太田市茨城県北地域の教育旅行推進事業基金の設置，管理及び 

             処分に関する条例の制定について 

      議案第 ４ 号 常陸太田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額 

             を定める条例の制定について 

      議案第 ５ 号 常陸太田市道の駅ひたちおおたの設置及び管理に関する条例の制定 

             について 

      議案第 ６ 号 常陸太田市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の制定に 

             ついて 

      議案第 ７ 号 常陸太田市空き家の適正管理に関する条例の一部改正について 

      議案第 ８ 号 常陸太田市職員の再任用に関する条例の一部改正について 

      議案第 ９ 号 常陸太田市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正につい 

             て 

      議案第１０号 常陸太田市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正につい 

             て 

      議案第１１号 常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

      議案第１２号 常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等支給条例の一部改正につ 

             いて 

      議案第１３号 常陸太田市指定地域密着型サービスの事業に関する条例の一部改正 

             について 

      議案第１４号 常陸太田市営斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

      議案第１５号 常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

      議案第１６号 常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

             について 
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      議案第１７号 常陸太田市火災予防条例の一部改正について 

      議案第１８号 常陸太田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

      議案第１９号 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等 

             に関する法律の施行に伴う関係条例の整備について 

      議案第２０号 常陸太田市用品調達基金条例の廃止について 

      議案第２１号 水郡線谷河原・常陸太田間谷河原踏切歩道設置工事委託契約の変更 

             契約の締結について 

日程第 ５ 議案第２２号 平成２７年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）について 

      議案第２３号 平成２７年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

             について 

      議案第２４号 平成２７年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

             について 

      議案第２５号 平成２７年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ 

             いて 

      議案第２６号 平成２７年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）に 

             ついて 

      議案第２７号 平成２７年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１ 

             号）について 

      議案第２８号 平成２７年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 

             補正予算（第１号）について 

      議案第２９号 平成２７年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

             について 

日程第 ６ 議案第３０号 平成２８年度常陸太田市一般会計予算について 

      議案第３１号 平成２８年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について 

      議案第３２号 平成２８年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について 

      議案第３３号 平成２８年度常陸太田市介護保険特別会計予算について 

      議案第３４号 平成２８年度常陸太田市下水道事業特別会計予算について 

      議案第３５号 平成２８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について 

      議案第３６号 平成２８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計 

             予算について 

      議案第３７号 平成２８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について 

      議案第３８号 平成２８年度常陸太田市水道事業会計予算について 

      議案第３９号 平成２８年度常陸太田市工業用水道事業会計予算について 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 
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 日程第 ２ 施政方針説明 

 日程第 ３ 報告第１号（報告案件説明） 

 日程第 ４ 議案第１号ないし議案第２１号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ５ 議案第２２号ないし議案第２９号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ６ 議案第３０号ないし議案第３９号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

    １１番   深 谷 秀 峰 議 長   １０番   菊 池 伸 也 副議長 

     １番   諏 訪 一 則 議 員    ３番   藤 田 謙 二 議 員 

     ５番   木 村 郁 郎 議 員    ６番   深 谷   渉 議 員 

     ８番   平 山 晶 邦 議 員    ９番   益 子 慎 哉 議 員 

    １２番   高 星 勝 幸 議 員   １３番   成 井 小太郎 議 員 

    １４番   茅 根   猛 議 員   １５番   福 地 正 文 議 員 

    １６番   川 又 照 雄 議 員   １７番   後 藤   守 議 員 

    １８番   黒 沢 義 久 議 員   １９番   髙 木   将 議 員 

            ─────────────────── 

欠席議員 

    ２０番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 

       中 原 一 博 教 育 長    植 木   宏 総 務 部 長 

       加 瀬 智 明 政策企画部長    樫 村 浩 治 市民生活部長 

       西 野 千 里 保健福祉部長    滑 川   裕 農 政 部 長 

       山 崎 修 一 商工観光部長    生田目 好 美 建 設 部 長 

       斎 藤 広 美 会 計 管 理 者    井 坂 光 利 上下水道部長 

       江 幡 正 紀 消 防 長    菊 池   武 教 育 次 長 

       関   正 美 農業委員会事務局長    鈴 木   淳 秘 書 課 長 

       笹 川 雅 之 総 務 課 長    大和田   隆 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       宇 野 智 明 事 務 局 長    榊   一 行 事 務 局 次 長 

       鴨志田 智 宏 議 事 係 長 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○深谷秀峰議長 ご報告いたします。 
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 ただいま出席議員は１６名であります。 

 便宜，欠席議員の氏名を申し上げますので，ご了承願います。２０番宇野隆子議員，以上１名

であります。 

 定足数に達しておりますので，これより平成２８年第１回常陸太田市議会定例会を開会いたし

ます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○深谷秀峰議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８８条の規定により 

     ９番   益 子 慎 哉 議 員    １９番   髙 木   将 議 員 

両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○深谷秀峰議長 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る１月２６日，神栖市において茨城県市議会議長会が開催されました。会議内容については，

お手元に配付いたしました報告書によりご承知願います。 

 次に，茨城県市議会議長会，第２回議員研修会の議員派遣を１２月議会で議決いたしておりま

したが，報告については２月１９日の全員協議会において報告がありましたとおりでございます。 

 次に，総務，文教民生，産業建設の各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から，所管事務

調査報告書が議長宛に提出されております。なお，報告書につきましては事務局に保管してあり

ますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２２条の規定により，平成２７年常陸太田市事務に関する説明書が配付

されておりますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告書が別紙のとおり提出されて

おりますので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，平成２７年１２月及び平成２８年１月，２月の例月現金出納検査の結果

について，報告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，１月７日付で，大阪府東大阪市六万寺町３－１２－３３，藤本久美子氏から，軽度外傷

性脳損傷・脳震盪の周知と予防，その危険性や予後の相談のできる窓口などの設置を求める陳情

書がお手元に配付しておりますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  宮 田 達 夫 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  植 木   宏 君 
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 政策企画部長  加 瀬 智 明 君    市民生活部長  樫 村 浩 治 君 

 保健福祉部長  西 野 千 里 君    農 政 部 長  滑 川   裕 君 

 商工観光部長  山 崎 修 一 君    建 設 部 長  生田目 好 美 君 

 会 計 管 理 者  斎 藤 広 美 君    上下水道部長  井 坂 光 利 君 

 消 防 長  江 幡 正 紀 君    教 育 次 長  菊 池   武 君 

 農業委員会事務局長  関   正 美 君    秘 書 課 長  鈴 木   淳 君 

 総 務 課 長  笹 川 雅 之 君    監 査 委 員  大和田   隆 君 

 以上，１８名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

○深谷秀峰議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたしま

す。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○深谷秀峰議長 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本

日から３月１８日まで１６日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○深谷秀峰議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月１８日まで１６日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 施政方針説明 

○深谷秀峰議長 次，日程第２，平成２８年度施政方針について，市長より説明を求めます。市

長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 皆さん，おはようございます。本日，平成２８年第１回の市議会定例会を招

集いたしましたところ，議員の皆様にはご健勝にてご出席を賜りまして，心から感謝を申し上げ

ます。 

 それでは，平成２８年度の予算並びに関係諸議案のご審議をお願いするに当たりまして，私の

市政運営に関する基本的な考え方と新年度における主要な施策を申し上げ，議員並びに市民の皆

様の一層のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 さて，国においては一昨年，地方の人口減少に歯止めをかけ，将来にわたり活力ある日本社会

を維持していくことを目的として、まち・ひと・しごと総合戦略等を策定し，昨年からさまざま

な施策に取り組んでおります。地方においても，国と一体となって取り組むため，地方版総合戦

略等の策定が求められ，本市は昨年１２月に策定いたしました。本市の総合戦略は，これまで先

進的に進めてまいりました子育て支援を最重要施策に位置づけるとともに，結婚・出産・子育て
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まで切れ目のない支援，商業環境や住環境の整備による安定した雇用の創出等を基本目標に，持

続可能な常陸太田市の実現を目指してまいります。また，事業の実施内容と効果の面から、まち・

ひと・しごと創生有識者会議による検証・検討を行いながら目標達成を目指してまいります。 

 先月，平成２７年国勢調査の速報値が発表されました。残念ながら，５年前の調査から，当市

におきまして3,９２４人の人口減少となっており，これから先も減少すると予測しております。

今後，総合戦略等のさまざまな計画に基づき，より一層の子育て支援及び定住促進等の施策を地

道に進め，少子化・人口減少に歯止めをかけてまいりたいと考えております。 

 また，第５次総合計画後期計画も最終年度となることから，引き続き持続可能で自立したまち

づくりを目指すため，市民の皆様の意見をいただきながら，平成２９年度から今後１０年間のま

ちづくり及び行政運営の指針となる第６次総合計画の策定を進め，新たな発想と創意工夫により，

市民の誰もが住んでよかったと思えるまちを目指してまいります。 

 以上，平成２８年度の市政運営に当たり，基本的な考えを申し述べさせていただきました。 

 続きまして，平成２８年度当初予算の概要について申し上げます。 

 一般会計につきましては，本市の財政が引き続き厳しい状況に置かれていること，地方交付税

の合併算定がえによる増額分の減額が始まっていることを十分認識しつつ，第５次総合計画の総

仕上げを行うためにも，後期基本計画に掲げる６つの重点戦略のうち，特にストップ少子化・若

者定住戦略と地域産業の振興とにぎわい創出による元気づくり戦略に係る施策，並びに地方創生

に向けた具体的施策を本格的に推進する年として，総合戦略及び少子化・人口減少対策アクショ

ンプランに位置づけられた施策へ重点的に予算の配分を行いました。 

 一般会計の予算規模につきましては，道の駅ひたちおおたの建物整備，あるいは金砂郷中学校

の校舎建設の完了等により，対前年度比4.３％減の２２６億5,０００万円といたしました。事務

事業の見直しを進め，国庫支出金や有利な地方債などを活用するとともに，これまで積み立てを

してきた財政調整基金から３億8,０００万円の繰り入れを行い，新年度予算の編成に当たったも

のでございます。 

 また，７つの特別会計，水道事業会計及び工業用水道事業会計を合わせますと，前年度比2.６％

減の３９５億2,８８２万6,０００円の予算規模となっております。 

 続きまして，主要な施策について，第５次総合計画後期計画の６つの重点戦略に基づきご説明

申し上げます。 

 重点戦略の１つ目は，ストップ少子化・若者定住であります。 

 子育て家庭への支援につきましては，昨年までの事業を継続するとともに，新たに小中学校の

給食費減額や出産１か月後の産婦・乳児健診費助成制度を創設，さらにインフルエンザ予防接種

費用の一部助成を中学生から高校生までに拡充するなど，これまで以上に子育て世代の経済的負

担軽減を図り，安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりに取り組んでまいります。 

 また，昨年スタートした常陸太田市子ども・子育て支援事業計画に基づき，幼児期の教育・保

育，地域の子育て支援の量の拡大や質の向上などを図るとともに，里美地区において幼児教育・

保育を総合的に提供できる幼保連携型認定こども園のさとみこども園を４月から開園し，保護者



 １３ 

の多様なニーズに応えてまいります。 

 若者定住につきましても，昨年までの事業を継続するとともに，新たに市の奨学資金を活用し

就学した者のうち，市内に居住・就業する者に対して奨学金返還金に対する助成制度を創設，さ

らに新婚家庭家賃助成に国の支援制度を活用した低所得者新婚家庭に対する支援を拡充いたしま

す。また，移住・定住相談室を中心に，本市での暮らしを紹介するとともに，体験ツアーを実施

するなどＵＩＪターンを促進することにより，定住人口の拡大に努めてまいります。そのため，

ＵＩＪターンや定住に向けての情報などを中心に，市のセールスポイント，観光誘客に向けた情

報発信など市全体の広報戦略を定め，的確な情報の発信を行ってまいります。 

 結婚支援につきましては，結婚推進支援員の設置や結婚相談センターＹＯＵ愛ネットでの相談

体制を拡充するとともに，いばらき出会いサポートセンター等と連携した事業に取り組んでまい

ります。また，結婚に前向きに取り組むためのセミナーや，より参加しやすい交流会なども実施

してまいります。 

 企業誘致と雇用の場の確保につきましては，工業団地や廃校跡地等への企業誘致を継続して進

めるとともに，ビジネスチャレンジ応援事業など，企業経営強化支援の事業を推進してまいりま

す。また，ＵＩＪターン者等の起業・創業のための支援や雇用創出のための事業拡大を図るとと

もに，合同就職面接会の開催や新たにＵＩＪターン者就労奨励金，市民新規雇用奨励金を創設す

るなど，市内就業の機会創出を図ってまいります。 

 市街地の活性化につきましては，国道３４９号バイパス西側区域を，仮称ですが東部東地区土

地区画整理事業として推進し，若者の定住や交流人口の拡大に向けて，商業施設の立地や雇用の

場の確保など都市機能の集約を図り，魅力ある市街地づくりに努めてまいります。 

 重点戦略の２つ目は，ふるさとの未来を託す人づくり・コミュニティづくりであります。 

 魅力ある学校づくりにつきましては，次代を担う子どもたちが地域や郷土への愛着や誇りを持

ち，児童生徒一人ひとりが自分の夢に向かって力強く進んでいくことができるよう，本市教育の

重点である夢育をさらに推進し，学校・家庭・地域が一体となって，心豊かでたくましい児童生

徒の育成に努めてまいります。また，学校施設においては，金砂郷中学校の校舎が昨年９月に完

成しましたが，引き続き旧校舎の解体や体育館の改築を進めるとともに，児童生徒数の減少が見

込まれる中で学校の適正な規模を確保し，教育環境の質的な充実を図るため，学校施設検討協議

会の意見を基に実施計画を作成し，学校の規模，配置の適正化を進めてまいります。 

 児童生徒の豊かな心の育成につきましては，これまで推進してきた教育を核とし，人権教育や

道徳教育をさらに充実させて，自分に打ち勝つ強い心と思いやりの心をもった児童生徒の育成に

努めてまいります。 

 郷土への愛着心の育成につきましては，エコミュージアム活動により，魅力ある自然や歴史・

文化などの多種多様な地域資源を地元学の手法により掘り起こし，郷土への誇りや愛着心の育成

を図り，継続的に元気な地域づくり・コミュニティの絆づくりを進められるよう推進を強化して

まいります。 

 生涯学習面につきましては，これまでの施策を継続するとともに，青少年の社会参加へのさら
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なる意識の醸成を図るべく，新年度，少年の主張茨城県大会を本市において開催いたします。ま

た，市民の芸術・文化活動を活性化させるため，文化団体の活動を支援するとともに，各種文化

事業を実施し，地域の文化向上に寄与してまいります。 

 新たなコミュニティ組織につきましては，町会を初めとする地域の各種団体が連携をしながら

自治活動を行う地域コミュニティの設立を推進するとともに，地域コミュニティに対する市の支

援，連携について整理を進め，地域活動の維持，活性化を図ってまいります。 

 スポーツの振興につきましては，平成３１年度に開催が予定されております茨城国体に向け全

庁を挙げて取り組む必要があることから，企画課内に国体準備室（仮称）を設置して実施体制の

整備を図るとともに，ソフトボール競技会場としての施設整備を進めてまいります。また，市民

が健康で楽しくスポーツができるように，引き続きラジオ体操の普及推進や各種スポーツ大会並

びに教室を開催してまいります。 

 重点戦略３つ目は，災害にみんなで備える安全・安心なまちづくりであります。 

 大きな被害をもたらした東日本大震災から間もなく５年が経過いたしますが，この震災を教訓

に，引き続き災害に備える地域防災の強化を図るため，地域における防災訓練の実施を促進する

とともに，リーダー研修会を継続して開催するなど，自主防災体制の強化に努めてまいります。 

 なお，震災による被災者支援として，平成２３年度から実施している市単独事業の東日本大震

災被害対策支援金等支給事業につきましては，国の被災者生活再建支援金の支給が延長されたこ

とに鑑み，さらに１年間延長することといたしました。また，土砂災害ハザードマップを水府地

区及び里美地区について改訂し，災害発生の緊急時に地域住民が迅速に対応できるように地域防

災体制を整備してまいります。 

 消防体制につきましては，年々増加する救急需要に対応するため，救急救命士の養成を継続す

るとともに，市内医療機関からの寄贈により，北消防署里美出張所の高規格救急自動車の更新を

行い救命率の向上に努めてまいります。また，消防団の装備につきましては，消防ポンプ自動車

２台，小型動力ポンプ積載車１台の更新をするとともに，団員の個人装備の充実を図ってまいり

ます。 

 防災拠点である市役所本庁舎につきましては，建築後３７年が経過しており，その間には耐震

補強を実施したところですが，防水・給排水設備等の老朽化が進んでおり，今後長寿命化を図る

とともに，さらに防災拠点として誰もが利用しやすい施設への改修も必要であることから，改修

を効果的かつ効率的に実施するため，庁舎改修計画を策定いたします。 

 災害に強い社会生活基盤の整備につきましては，各町会から要望をいただいている生活道路を

中心に，緊急車両等が通行できるよう改良舗装等の整備を進めてまいります。また，上下水道事

業につきましては，水道事業において安定給水を図るため，老朽施設の更新並びに老朽配水管の

耐震化を進めるとともに，生活排水対策において市民の快適な生活環境づくりと河川等の水質保

全を図るため，公共下水道，特定環境保全公共下水道，あるいは市が設置管理を行う戸別合併浄

化槽など，地域に適した効率的な整備を進めてまいります。 

 安全・安心なまちづくりにつきましては，地域や関係機関と連携し，交通安全と防犯への取り
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組みを進めるとともに，空き地，空き家の適切な管理を促進し，生活環境の保全を図ってまいり

ます。また，消費者安全の確保については，消費者生活センターの組織強化を図り，被害者とな

りやすい高齢者などへの対策や関係機関との連携に努めるなど，継続的な取り組みを行ってまい

ります。 

 環境型社会の構築につきましては，第２次環境基本計画に基づき，資源ごみの無料回収を推進

し，ごみ排出量の削減とリサイクル率の向上を目指すために，２３分別回収を継続するとともに，

ごみ搬出が困難な高齢者世帯へは，地域と連携して支援を進めてまいります。また，太陽光発電

設備や高効率給湯器を設置する世帯への設置補助を継続し，省エネルギー，再生可能エネルギー

の普及を促進してまいります。 

 重点戦略の４つ目は，地域産業の振興とにぎわい創出による元気づくりであります。 

 農林畜産業の振興と交流人口の拡大による地域経済の好循環に向け整備を進めている道の駅ひ

たちおおたにつきましては，本年７月のオープンを目指し整備を進めてまいります。オープン後

は所期の目的を達成できるよう，経営団体となる本年１月に設立した第三セクター常陸太田産業

振興株式会社と連携し，多くの皆様方にご利用いただけるよう各種事業に取り組むとともに，防

災機能を有する施設として地域防災の一翼を担ってまいります。 

 農業生産基盤の整備につきましては，町屋地区圃場整備事業の早期完了に努めるとともに，各

種土地改良事業を促進してまいります。また，生産面では，米生産農家の所得維持に向け，引き

続き国の制度に加え，市単独事業による飼料用米等の生産拡大や農業生産法人との連携による畑

作物の振興を図るとともに，農村環境の維持確保に向け，中山間地域等直接支払事業，あるいは

多面的機能支払事業による活動を支援してまいります。 

 有害鳥獣被害につきましては，農作物被害を軽減し生産者の生産意欲を維持するため，各町会

及び有害鳥獣捕獲隊との連携による捕獲を実施するとともに，引き続きわな猟免許取得助成等の

事業を行ってまいります。 

 担い手づくりにつきましては，将来の地域農業の担い手となる人材として，新規就農者や定年

帰農者及び女性農業者などの多様な担い手の育成に取り組むとともに，農業による定着を目指す

地域おこし協力隊の拡充に努めてまいります。また，現在地域農業の中心を担う人・農地プラン

による担い手等へさらなる生産拡大に向け，機械・施設等の支援を行ってまいります。さらには，

今年度新たに制度化がされた農地利用最適化推進委員を活用した担い手への農地集約に向け，農

業委員会との連携を図ってまいります。 

 林業の振興につきましては，森林の有する多面的な機能が十分発揮できるよう森林環境保全及

び地域産材の幅広い利活用の推進に努めるとともに，県の森林湖沼環境税を活用した森林間伐や

作業専用道の整備に加え，本年２月に締結した常陸太田地域森林整備推進協定により民有林と国

有林の連携による地域一帯化を進め，林業基盤づくりに努めてまいります。 

 常陸太田ブランドの創出につきましては，関係機関等と連携しながら，主要農産物である米，

常陸秋そば，果樹等の品質と生産性の向上を促進するとともに，知名度の向上と海外を含めた新

たな販路の開拓，付加価値を高めた販売や観光果樹園への誘客促進等を積極的に進めてまいりま
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す。また６次産業化を進め，地場産物を活用した新たな加工品，あるいはセット商品の開発を促

進し，特産品認証制度による有利販売やインターネットを活用した販売促進を積極的に進めてま

いります。さらにＴＰＰへの対策として，長中期的な影響緩和に向け国等の施策を注視し，農業

者への新たな支援策を積極的に導入していくとともに，従来から実施する生産や販売にかかわる

農業施策を総合的に実施してまいります。 

 来年の３月に県酪連より返還となる里美共同模範牧場につきましては，財産区及び地域と連携

し，地域振興の核となるようその有効活用に向けた計画を進めてまいります。 

 商工業の振興につきましては，市民生活の支援と商工業の活性化を図るため，販売方法等の改

善を図りプレミアム付商品券を発行してまいります。 

 観光の振興につきましては，道の駅ひたちおおた，西山荘及び竜神大吊橋等を活用した観光客

の拡大と地域経済の活性化を図るため，観光バス代やレンタカー利用の支援及びプレミアム付旅

行券や観光施設の共通入場券を発行するとともに，各種祭り，イベント等と連携し，経済効果の

ある誘客を促進してまいります。また，Ｗｉ-Ｆｉ等の通信環境整備による市観光物産協会のウエ

ブサイトの活用や多言語表示の推進による情報発信を行うとともに，観光事業者等の接遇研修会

の開催など，訪れてよかった，また来たいと感じてもらえるよう，受け入れ体制の整備や人材育

成など，おもてなし対応の充実を図ってまいります。 

 交流活動の充実につきましては，県北６市町で実施している体験型教育旅行を本年４月より市

観光物産協会が引き継ぐことから，受け入れ農家の拡充を図り，インバウンドを含めた小中学校

及び高等学校等の教育旅行を積極的に誘致してまいります。 

 また，本年９月から１１月にかけて県北６市町を舞台に国内外アーティストが芸術作品を創

作・展示する県北芸術祭が開催されます。この芸術祭は，アートを通じた県北地域の活性化を主

な目的として開催されるものであり，たくさんの方々が当市を訪れることが見込まれるため，こ

の機会を通して本市のイメージアップと交流人口の拡大，地場産品の知名度向上と消費拡大等の

効果を得るため，茨城県及び関係機関並びに市民の皆様と連携を図りながら準備を進めてまいり

ます。 

 歴史資源の保存，活用につきましては，西山荘が県内では９２年ぶりに全国でも１８番目の国

指定史跡及び名勝へ指定されたことにより，保存活用計画の策定に着手するとともに，指定文化

財の集中曝涼，あるいは郷土資料館での企画展などを通して文化財保護意識の啓発と有効活用に

努めてまいります。 

 重点戦略の５つ目は，地域で支え合う、いきいき健康・福祉の環境づくりであります。 

 市民主役の健康づくりにつきましては，昨年策定した市民の健康づくりの指針である健康増進

計画に基づき，当市の健康課題である生活習慣病の予防に向けて，食事や運動など市民一人ひと

りが日常生活の中で実践できる健康づくりを推進，特に高齢者が自ら取り組む健康づくりをより

一層推進するため，シルバーリハビリ体操指導士の増員を図り，いきいきヘルス体操の未実施地

域において普及促進するなど，健康寿命の延伸を図ってまいります。また，過疎地域における民

間診療所及び歯科診療所の医療機器等の整備に要する経費を助成するなど，身近な地域医療体制
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の強化を図ってまいります。 

 国民健康保険及び後期高齢者医療制度につきましては，引き続き特定健診などの受診率向上を

図るとともに，人間ドックの健診機関を拡充し，疾病の早期発見と早期治療をより一層進めてま

いります。また，データヘルス計画に基づく地域の健康課題に対応した生活習慣などの改善を図

るため，保健指導等を強化して医療費の適正化に努めてまいります。 

 介護保険及び高齢者福祉につきましては，引き続き高齢者が住みなれた自宅や地域で安心して

暮らし続けられるよう，医療や介護，生活支援サービスが一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの構築に取り組むとともに，その中核となる地域包括支援センターの体制強化を図ってまい

ります。 

 一億総活躍社会の実現や所得全体の底上げを図る観点から実施される年金生活者等支援臨時福

祉交付金や昨年に続いて実施される臨時福祉給付金につきましては，迅速かつ的確な周知，支給

に努めてまいります。 

 生活保護につきましては，最低生活の保障と自立助長を図るとともに，「生活困窮者自立支援

法」に基づく自立相談支援事業や住居確保給付金支給事業等各種サービスの推進により，生活保

護に至る前の自立支援の一層の充実を図ってまいります。 

 障害福祉につきましては，平成２８年度から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律」が施行されることに伴い，市職員が障害者差別に対して適切に対応するための職員対応要領

を早急に定めるとともに，市民や各種事業者に対して法の理念や趣旨を的確に周知し，共生社会

の実現に努めてまいります。 

 重点戦略の６つ目は，市民生活を支える公共交通ネットワークづくりであります。 

 公共交通の維持確保と利用促進等につきましては，現在，本市の抱える公共交通に関する課題

の解決を図り，市民が日常の足として利用しやすい公共交通とするため，地域公共交通網形成計

画及び地域公共交通再編実施計画の策定を進めているところです。本年１０月には，これら計画

に基づく公共交通の再編を実施し，本市のまちづくりとも連携した効率的かつ持続可能な公共交

通として再構築してまいります。また，ＪＲ水郡線の太田線を本市の基幹交通として維持存続し

ていくため，多くの市民や地域団体の協力をいただきながら，県及び沿線自治体と緊密な連絡提

携により，利用促進の取り組みを進めてまいります。 

 道路の整備につきましては，安全・安心な交通ネットワークを確保するため，国・県などの関

係機関と連携を図りながら，国道３４９号バイパスの幸久大橋を含む４車線化工事をはじめ，国

道２９３号常陸太田東バイパス，国道４６１号，県道日立笠間線及び県道下土木内常陸太田線な

どの国・県道の整備促進を図ってまいります。また，通勤・通学・通院・買い物といった市民生

活の利便性が向上するよう新宿天神林線や高柿千寿線等をはじめとする幹線市道の整備を計画的

に進めてまいります。 

 次に，まちづくりを推進するための行政力改革の取り組みについてであります。 

 市民協働のまちづくりにつきましては，地域における課題の解決や活性化に向けた活動に対す

る支援を継続して実施するとともに，これらの活動の情報提供等を図ることで，相互の連携に繋
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げてまいります。また，地域活動の拠点となる集会施設の整備，備品等の貸し出しや市民活動保

険制度による支援を実施してまいります。 

 職員につきましては，引き続き国や県，さらに民間企業への実務研修生として派遣，階層別研

修，実務・教養研修等を通して，職員の資質及び能力の向上に努めてまいります。また，衛生委

員会及び職場安全会議の協議に基づき，新たに制度化されたストレスチェックやメンタルヘルス

研修等を行いながら，職場の安全，衛生面の向上を図ってまいります。なお，職員数につきまし

ては，再任用の動向を踏まえつつ，引き続き適正化を図ってまいります。 

 財政運営につきましては，健全な財政運営を維持するため，引き続き事務事業の見直しなどに

よる経費削減や合理化を進めるとともに，安定的な自主財源を確保するため，市税や各種使用料

などの徴収率向上に努めてまいります。 

 広報・広聴活動につきましては，行政情報を迅速かつ正確に，またわかりやすく伝えるため，

広報紙の内容充実を図るとともに，市内外やさまざまな年代のより多くの方にも市の情報や魅力

を広く伝えるため，ホームページやフェイスブック・ツイッターなどのソーシャルメディア，メ

ール一斉配信，さらにはスマートフォン等を活用いたしまして，広報紙の電子書籍サービスなど

積極的な情報発信を図ってまいります。 

 計画の適切な進行管理と評価による行政経営につきましては，事務事業のＰＤＣＡのマネジメ

ントサイクルにより，効果的かつ効率的な行財政運営に努めてまいります。 

 公共施設等の管理運営につきましては，公共施設白書で把握した今後の公共施設の方向性等を

基本に，今年度中に整備した固定資産台帳を活用いたしまして，建物系公共施設に加えて道路・

上下水道等のインフラ資産等を含めた市内全ての公共施設を対象として，効果的かつ効率的な管

理運営を行うため，今後１０年以上に及ぶ公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的

な市の方針を定める公共施設等総合管理計画を策定してまいります。 

 以上，平成２８年度の市政運営に係る基本的な考え方と当初予算の概要並びに主要な施策につ

いて申し上げました。 

 最後になりましたが，今定例会に提出いたしました議案は４０件でございます。専決処分の報

告１件，条例の制定６件，条例の一部改正１３件，条例の廃止１件，工事委託変更契約の締結１

件，平成２７年度補正予算８件，平成２８年度当初予算１０件でございます。なお，会期中に公

の施設に係る指定管理者の指定１件，地方創生加速化交付金に係る平成２７年度補正予算１件，

人事案件２０件を追加提案する予定でございます。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに副市長及び担当部長よりご説明を

させていただきますので，何とぞ慎重なるご審議の上，原案のとおり承認・可決・ご同意を賜り

ますようお願い申し上げまして挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 報告第１号 

○深谷秀峰議長 次，日程第３，報告第１号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市



 １９ 

市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例）を議題といたします。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 議案書の１ページをお開き願います。報告第１号は，専決処分の承認を求めることについてで

ございます。２ページに専決処分書の写しがございますけれども，市税条例における個人番号の

取り扱いについてでございます。国の新たな方針によりまして，申告後における関連して提出す

る書類には，個人番号の記載が不要となりましたことから，常陸太田市市税条例等の一部を改正

する条例の一部を改正する条例を昨年１２月２５日に専決処分させていただきました。 

 恐れ入りますが，４ページをお開き願います。新旧対照表にてご説明いたします。 

 現行の改正条文第１条中第３１条第２項第１号から「個人番号」を削除し，個人住民税の減免

申請の際に個人番号を不要としたものでございます。同じく第１１条の３からも「個人番号」を

削除し，特別土地保有税の減免申請の際にも個人番号を不要としたものでございます。 

 恐れ入りますが，３ページにお戻り願います。附則でございますが，施行日は平成２７年１２

月２６日からとするものでございます。 

 報告案件の説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第１号ないし議案第２１号 

○深谷秀峰議長 次，日程第４，議案第１号常陸太田市行政不服審査会条例の制定について，議

案第２号常陸太田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について，議案第３

号常陸太田市茨城県北地域の教育旅行推進事業基金の設置，管理及び処分に関する条例の制定に

ついて，議案第４号常陸太田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める

条例の制定について，議案第５号常陸太田市道の駅ひたちおおたの設置及び管理に関する条例の

制定について，議案第６号常陸太田市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の制定につ

いて，議案第７号常陸太田市空き家の適正管理に関する条例の一部改正について，議案第８号常

陸太田市職員の再任用に関する条例の一部改正について，議案第９号常陸太田市職員の勤務時間，

休暇等に関する条例の一部改正について，議案第１０号常陸太田市証人等に対する実費弁償に関

する条例の一部改正について，議案第１１号常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部改正に

ついて，議案第１２号常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等支給条例の一部改正について，

議案第１３号常陸太田市指定地域密着型サービスの事業に関する条例の一部改正について，議案

第１４号常陸太田市営斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第１５号常陸

太田市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第１６号常陸太田市企業職

員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について，議案第１７号常陸太田市火災予防条

例の一部改正について，議案第１８号常陸太田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正

について，議案第１９号行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関
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する法律の施行に伴う関係条例の整備について，議案第２０号常陸太田市用品調達基金条例の廃

止について，議案第２１号水郡線谷河原・常陸太田間谷河原踏切歩道設置工事委託契約の変更契

約の締結について，以上２１件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 議案書の５ページをお開き願います。議案第１号は，常陸太田市行政不服審査会条例の制定に

ついてでございます。「行政不服審査法」が平成２８年４月１日から施行されることに伴い，常

陸太田市行政不服審査会を設置するため，本条例を制定するものでございます。なお，本法律の

施行に伴いまして，議案第４号及び議案第１９号につきましても関連がございますので，一括し

てご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１５ページをお開き願います。議案第４号は，常陸太田市行政不服審査法に

基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例の制定についてでございます。同法が平成２

８年４月１日から施行されることに伴い，書面等の交付に係る手数料の額等に関し，必要な事項

を定めるため本条例を制定するものでございます。 

 続きまして，１３０ページをお開き願います。議案第１９号は，行政不服審査法及び行政不服

審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備についてでござ

います。「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に係る法律」が平

成２８年４月１日から施行されることに伴い，本市におきましても関係条例の整備を行うもので

ございます。 

 以上，３議案につきまして，お配りしました資料により一括してご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，議案第１号，第４号及び第１９号資料の２の１をごらん願います。 

 まず，今回の法改正の概要でございます。（１）でございますが，行政処分に対する住民など

からの不服申し立てに係る手続の「審査請求と異議申し立て」を新たに「審査請求」に一元化す

るものでございます。 

 中ほどの現行の図をごらん願います。左側の図は，不服申し立ての手続のうち審査請求の手続

で，処分庁に県などの行政上級庁がある場合でございます。処分庁として市が下した処分に対し

住民が県など審査庁に対し審査請求を行い，処分庁からの弁明を受け審査庁が決裁をいたします。

一方右側の図は，不服申し立ての手続のうち異議申し立ての手続で，処分庁に行政上級庁がない，

いわゆる事業等が市で完結する場合でございます。処分庁として市が下した処分に対し，処分庁

である市に対し住民が異議申し立てをし，住民に対し異議申し立てに係る処分の決定を行ってま

いりました。 

 続きまして下の図，改正後をごらん願います。処分庁が審査庁の役割を兼ねる現行の異議申し

立ては廃止となり，審査請求制度に一元化されます。新しい審査請求では，右上の囲みの部分で

すけれども，審査庁において職員のうち処分に関与しない審議員が住民，行政，両者の主張を公

正に審議し，決裁案を作成し審査庁に報告いたします。さらに審査庁は，左側になりますけれど
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も，決裁案を外部有識者からなる第三者機関に諮問し，公平性を確保することとなりました。こ

の行政不服審査会の設置条例が議案第１号でございます。 

 上に戻りまして，改正概要の（４）をごらん願います。新しい審査請求制度では，住民が証拠

書類のコピーを求めることができるなど，審議手続における審査請求人の権利の拡充について規

定しております。このコピー等の交付手続を定める条例が議案第４号でございます。 

 それでは，条例の内容につきましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，資料の２枚目をごらん願います。左側１の常陸太田市行政不服審査会条例の

制定内容でございます。第１条は審査会の設置について，第２条は審査会を委員５人以内で組織

すること，第３条は外部有識者は事件ごとに市長が委嘱すること，第４条は会長及び副会長の設

置について，第５条は会議の招集方法や委員の過半数の出席により会議が開催されること，第６

条は審査会の庶務を総務課において処理すること，第７条は委任規定，第８条は罰則規定でござ

いまして，情報を漏洩した者は１年以下の懲役，または５０万円以下の罰金に処することとして

おります。 

 最後に附則でございますが，この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

 続きまして，２の「常陸太田市行政不服審査法」に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定

める条例の制定内容をごらん願います。 

 第１条は趣旨説明，第２条は手数料の額についての規定でございます。第１号でございますが，

交付に係る手数料の額は，Ａ３判までの大きさで白黒の片面印刷の物は，用紙１枚につき１０円，

カラーの片面印刷の物は，用紙１枚につき３０円といたします。両面印刷の物は２枚分として手

数料を算定いたします。第２号は電子メールによる交付でございますが，白黒及びカラー印刷に

かかわらず，片面１枚につき１０円で算出した額によるものといたします。 

 右側でございます。第３条は，手数料の減免についての規定でございます。経済的困難により

手数料を納付する資力がないと認めるときは，交付の求め１件につき2,０００円を限度として減

免することができる規定でございます。第４条及び第５条は，準用規程でございます。再審査請

求及び行政不服審査会における手続は，手数料の額及び手数料の減免に係る規定を読みかえて準

用するものでございます。第６条は委任規定。 

 最後に附則でございますが，この条例は，平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

 次に，３の「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の改正内容をごらん願います。 

 １の一部改正となる条例は記載の７つでございます。 

 ２は新たな条項で４点ございます。（１）は，審議員による審理を適用除外とする規定でござ

います。情報公開，個人情報保護審査会委員会のように，外部有識者を構成員とする組織につき

ましては，審理の公正性が既に確保されているものとみなし，審議員による審理を適用除外とす

るものでございます。（２）は，行政不服審査会に提出された審査資料を審査請求人に送付する

規定でございます。（３）は，行政不服審査会の委員報酬に係る規定でございます。委員の報酬

日額について，会長を6,０００円，委員を5,４００円とするものでございます。（４）は，固定
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審査評価審査委員会での書面審理において，インターネットを使用して弁明書を提出できる規定

でございます。 

 大きな３は字句の整理でございます。それぞれの条で，「不服申し立て」を「審査請求」に，

「不服申立人」を「審査請求人」に整理いたしました。 

 最後に附則でございますが，この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第１号，議案第４号，議案第１９号につきましては以上でございます。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。 

 ８ページをお開き願います。議案第２号は，常陸太田市消費生活センターの組織及び運営等に

関する条例の制定についてでございます。 

 提案理由でございますが，「消費者安全法」の一部が改正され，これまで規則で定めておりま

した消費生活センターの設置等につきましては，条例で定めるため本条例を制定するものでござ

います。 

 ９ページをお開き願います。第１条は，趣旨といたしまして，「消費者安全法」の規定に基づ

きセンターの組織及び運営並びに情報の安全管理について定めるものでございます。第２条は，

名称を常陸太田市消費生活センターとし，位置は市役所本庁舎内とするものでございます。第３

条では，センターへの職員の配置について，第４条では，相談員は消費生活相談員資格試験合格

とするなど，法律などに規定する要件を満たす者を配置することとしております。第５条は，相

談員の人材と処遇の確保について規定するものです。第６条は，センター職員の資質向上の機会

確保について，第７条は情報の適切な管理のための措置について規定しております。 

 １０ページをお開き願います。第８条は，規則への委任。 

 附則といたしまして，この条例は平成２８年４月１日から施行いたします。 

 なお，参考といたしまして，１１ページに常陸太田市消費生活センターの組織及び運営に関す

る条例施行規則を添付しておりますので，後ほどごらんおき願います。 

 議案第２号は以上でございます。 

 続きまして，１２ページをお開き願います。議案第３号は，常陸太田市茨城県北地域の教育旅

行推進事業基金の設置，管理及び処分に関する条例の制定についてでございます。 

 提案理由でございますが，公益財団法人グリーンふるさと振興機構の解散に当たり締結されま

した茨城県北地域の教育旅行推進事業の実施に関する協定に基づいて，本市が教育旅行推進事業

に係る資金を引き継ぎ，当該事業を日立市，高萩市，北茨城市，常陸大宮市及び大子町と連携し，

広域的に推進するため本条例を制定するものでございます。 

 恐れ入りますが，配付をしておりますＡ３横長の議案第３号資料をごらん願います。 

 この資料は，去る２月２４日に関係市町で締結されました協定書の写しでございます。第３条

におきまして，本事業は常陸太田市が関係市町と連携し，事業主体として実施することを定めて

おります。また，第４条におきまして，本事業に必要な経費は公益財団法人グリーンふるさと振

興機構の残余財産を常陸太田市が贈与を受け，この資金をもとに常陸太田市が基金を造成し管理

することを定めております。 
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 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。 

 １３ページでございます。第１条は，基金の設置目的，第２条は基金の額，第３条は基金の管

理，第４条は運用益金の処理，第５条は繰りかえ運用，第６条は基金の処分について定めており

ます。 

 １４ページをお開き願います。第７条は委任規定。 

 附則でございますが，本条例は平成２８年４月１日から施行いたします。 

 議案第３号は以上でございます。 

 続きまして，１９ページをお開き願います。議案第５号は常陸太田市道の駅ひたちおおたの設

置及び管理に関する条例の制定についてでございます。 

 ２０ページをお開き願います。第１条は趣旨でございます。第２条第２項で名称を道の駅ひた

ちおおたと定めております。第３条で施設の構成を定めております。第４条で，道の駅の管理に

ついては指定管理で行うものとしております。第２項では，指定管理者が行う業務をそれぞれ定

めております。第５条は開業日及び開業時間の規定を定めております。 

 ２１ページをお開き願います。第６条及び第７条は，利用の許可及び制限を定めております。

第８条は，利用料金の限度額の規定でございます。 

 ２２ページ，中段の別表をごらん願います。地域振興施設のうち物販施設及び飲食施設の利用

料金の限度額は，売上高に１００分の２０を乗じて得た額とし，体験交流室の利用料金の限度額

は，１時間につき５００円と定めました。また，１項の１でございますが，体験交流室を調理用

として利用する場合は１００円を加算いたします。備考の２には，体験交流室を営利目的で利用

する場合は３倍の額とするものでございます。備考の３は，敷地を営利目的で利用する場合は，

テント一張り相当につき１日当たり１万円，または売上金額の１５％のいずれか高い金額として

おります。 

 ２１ページにお戻り願います。第８条の２項では，指定管理者は市長の承認を得て利用料金を

定めることとし，第３項では，利用料金は指定管理者の収入として収受すると定めております。

第９条は利用料金の減免規定，第１０条は利用許可の取り消し規定，第１１条は原状回復の義務，

第１２条は損害賠償の規定でございます。 

 ２２ページをごらん願います。第３条では委任の規定を定めております。 

 なお，附則第１項でございますが，本条例の施行期日を公布の日から六月を超えない範囲にお

いて別の規則で定める日から施行することとしております。これは本条例の施行日を施設の供用

開始日とするためでございます。附則第２項は，指定管理の指定に関する行為などの準備行為は，

条例施行日前においても行うことができるものとするものでございます。附則第３項は，道の駅

ひたちおおたを常陸太田市の重要な公の施設に加えるものでございます。 

 なお，参考といたしまして，２３ページに本条例に係る施行規則を添付しておりますので，後

ほどごらんおき願います。 

 議案第５号は以上でございます。 

 続きまして，２４ページをお開き願います。議案第６号は，常陸太田市地域交流センターの設
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置及び管理に関する条例の制定についてでございます。久米公民館廃止後の同施設及び現在高倉

公民館として建設を進めている施設につきまして，教育委員会から市長部局へ所管を移し施設管

理を行うため，本条例を制定するものでございます。 

 ２５ページをお開き願います。内容でございますが，第１条は，地域交流センターの設置及び

管理に関し必要な事項を定めることを規定しております。第２条では設置とその目的を，第３条

におきまして，それぞれの地域交流センターの名称を常陸太田市久米地域交流センター，常陸太

田市高倉地域交流センターとし，その位置を定めております。第４条は管理，第５条は委任規定

となっております。 

 附則第１項といたしまして，本条例の施行は平成２８年４月１日でございますが，高倉地域交

流センターに関する規定は，施工工事完了が本年５月となっておりますことから，６月１日から

の施行としております。附則第２項では，本条例を常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する

条例に追加をしております。 

 ２６ページをお開き願います。参考といたしまして，常陸太田市地域交流センターの設置及び

管理に関する条例施行規則を添付しておりますので，後ほどごらんおき願います。 

 議案第６号は以上でございます。 

 続きまして，２７ページをお開き願います。議案第７号は，常陸太田市空き家の適正管理に関

する条例の一部改正についてでございます。本市におきましては，「空き家等対策の推進に関す

る特別措置法」の施行以前より条例により空き家対策を行ってまいりましたが，今回法律との整

合性を図るため，本条例の一部改正を行うものでございます。内容につきましては，新旧対照表

によりご説明いたします。 

 ２９ページをお開き願います。題名につきまして，「空き家」を「空き家等」に改めまして，

本則中の「空き家」を「空き家等」に，「管理不全」を「管理不適切」に改めるものでございま

す。 

 第１条は，法律に定めるもののほか，空き家等の適切な管理に関し必要な事項を定め，安全安

心なまちづくりの推進に寄与することと改正しております。第２条は管理不適切な状態，市民の

定義についてを規定しております。 

 ３０ページをお開き願います。改正前の条例第３条につきましては，法律に新たに規定されま

したことから削除いたしております。これにより，次条以降が１条ずつ繰り上がってございます。

改正後の条例第６条につきましては，特定空き家等，すなわち倒壊の危険や著しく衛生上有害と

なるおそれのある状態でございますけれども，これらに対する措置は法律の規定に基づき実施し

てまいりますが，特定空き家等以外の空き家等への措置につきましては，引き続き条例に基づき

助言，指導等を行っていくものとする改定でございます。 

 恐れ入りますが，２８ページへお戻り願います。附則といたしまして，本条例は公布の日から

施行するものでございます。 

 議案第７号は以上でございます。 

 続きまして，３２ページをお開き願います。議案第８号は，常陸太田市職員の再任用に関する
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条例の一部改正についてでございます。「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律」が平成２４年８月２２日に公布され，平成２７年１０月１日から施

行されたことに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。内容につきましては，新旧対

照表にてご説明いたします。 

 恐れ入りますが３４ページをお開き願います。特定警察職員等――本市では消防職員が該当い

たしますが，これらの要件等について具体的に定めている法律が，被用者年金制度の一元化に伴

い，「地方公務員等共済組合法」から「厚生年金保険法」へ移行したことに伴い，附則第２項中，

「地方公務員等共済組合法」を「厚生年金保険法」に改めるものでございます。 

 ３３ページにお戻り願います。附則でございますが，本条例は公布の日から施行し，平成２７

年１０月１日から適用するものでございます。 

 議案第８号は以上でございます。 

 続きまして，３５ページをお開き願います。議案第９号は，常陸太田市職員の勤務時間，休暇

等に関する条例の一部改正についてでございます。「地方公務員法及び地方独立行政法人法等の

一部を改正する法律」が平成２８年４月１日から施行されることに伴い，本条例の一部改正を行

うものでございます。 

 恐れ入りますが，３６ページをお開き願います。「地方公務員法」第２４条第６項で定められ

ておりました市職員の給与や勤務時間などの勤務条件を条例で定める規定が法改正により第５項

に繰り上がったことに伴い，第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改めるもので

ございます。 

 附則でございますが，本条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第９号は以上でございます。 

 続きまして，３８ページをお開き願います。議案第１０号は，常陸太田市証人等に対する実費

弁償に関する条例の一部改正についてでございます。「農業協同組合法等の一部を改正する等の

法律」が平成２８年４月１日から施行されることに伴い，本条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 恐れ入りますが，３９ページをごらん願います。農業委員会の求めにより参集した方には，「農

業委員会等に関する法律」において，条例の定めるところにより旅費を支給することとなってお

ります。第１条中，同法「第２９条第４項」で定められておりましたこの規定が，法改正により

「第３５条第４項」になったことに伴う改正でございます。 

 附則でございますが，本条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

 議案第１０号は以上でございます。 

 続きまして，４１ページをお開き願います。 

 議案第１１号は，常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございます。職

員給与等につきまして，人事院の勧告に準じた措置を講ずるため，あわせまして「地方公務員法

及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律」及び「行政不服審査法」が平成２８年４月１日

から施行されることに伴い，関係条例の一部改正を行うものでございます。改正内容につきまし
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ては，議案書の４２ページから７２ページと多岐にわたりますことから，お配りいたしました資

料によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，議案第１１号資料「常陸太田市職員の給与に関する条例等の一部改正につい

て」をごらん願います。 

 １の平成２７年人事院の給与勧告に係る市職員給与の取り扱いについてでございますが，（１）

にございますように，民間給与との格差等に基づく給与改定でございます。①の一般職の給料表

につきましては，平均0.４％引き上げるものでございます。なお，米印にございますように，引

き上げは若年層に配慮し，初任給は2,５００円，初任給以外，おおむね２０代の職員でございま

すけれども，同程度の引き上げ，その他の職員は1,１００円程度の引き上げとなります。また，

その他の給料表，消防職，医療職につきましても同様の取り扱いとなります。 

 次に，期末・勤勉手当でございますが，現行年間4.１０月分を0.１０月分引き上げ，4.２０月

分に改正するものでございます。なお，引き上げ分は勤務実績に応じた給与を推進するため，勤

勉手当に配分することとし，表にございますとおり，平成２７年度は１２月勤勉手当に配分し，

平成２８年度以降は６月と１２月に平準化して配分することといたします。実施時期は平成２７

年４月１日に遡及して実施いたします。 

 次に，②の特別職でございますが，期末手当の現行年間3.１０月分を0.０５月分引き上げ，3.

１５月分に改正するものでございます。なお，表にございますとおり，平成２７年度は１２月勤

勉手当に配分し，平成２８年度以降は６月と１２月に平準化して配分することといたします。こ

ちらは平成２７年１２月１日に遡及して実施いたします。 

 ２ページをごらん願います。２は「地方公務員法」の一部改正に伴う改正でございます。大き

な改正が４点ございます。 

 まず（１）は，「地方公務員法」第２４条第６項で，市職員の勤務条件は条例で定めることを

規定しておりますが，第６項が第５項に繰り上げられたことに伴う改正でございます。 

 （２）は，平成２８年４月から人事評価が導入されることに伴う職員の昇給及び勤勉手当の基

準となる期間等の改正でございます。図をごらん願います。現行の昇給は，昇給日の前１年間の

勤務成績を考慮して決定しておりますが，改正後は前々年の４月１日から前年の３月３１日の１

年間の勤務成績を考慮して決定することに改正されます。さらに，前年４月１日から昇給日の前

日――１２月３１日ですけれども，その間の懲戒処分の状況等も考慮するということに改正され

ております。なお，図の下の米印にありますように，勤勉手当の支給方法も昇給と同様に人事評

価の結果等を基礎とするよう改正するものでございます。 

 次に（３）でございますが，人事評価制度が導入されたことに伴う人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例の改正で，第３条第２項に「職員の人事評価の状況」を追加し，同条６条の「勤

務成績の評定の状況」を削除するものでございます。 

 （４）は，給料表の等級別の分類の基準となる職務内容を示した等級別基準職務表を給与条例

で定めることが義務化されたことに伴い，これまで市規則で定めていた同表を条例で定める改正

でございます。参考といたしまして，資料の４枚目に別紙として等級別基準職務表を添付いたし
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ましたので，後ほどごらんおき願います。 

 最後でございますが，３の「行政不服審査法」の改正に伴う関係条例の改正でございます。 

 ３ページをごらん願います。（１）でございますが，同法の改正により，不服申し立ての手続

において，「審査請求」と「異議申し立て」が「審査請求」に一元化されるとともに，「不服申

し立て」の文言が「審査請求」に改正され，（２）の審査請求の期間も「６０日」から「３カ月」

に延長されました。これらの改正に伴いまして，常陸太田市職員の給与に関する条例及び常陸太

田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の関係条項において，丸印記載の改正を行うも

のでございます。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。 

 ５４ページでございます。最後の行に附則がございます。 

 恐れ入りますが，議案書の５５ページをお開き願います。この条例は公布の日から施行するも

のでございますが，第１項第１号及び第２号につきましては，各号に定める日から施行し，第２

項及び第３項につきましては，各項に定める日から適用するものでございます。 

 議案第１１号は以上でございます。 

 続きまして，少し飛びますけれども７４ページをお開き願います。議案第１２号は，常陸太田

市東日本大震災被害対策支援金等支給条例の一部改正でございます。 

 提案理由でございますが，本支援金制度を１年間延長するため，本条例の一部改正を行うもの

でございます。 

 恐れ入りますが，７６ページをお開き願います。新旧対照表でご説明申し上げます。附則第２

項中の失効日を「平成２８年３月３１日」から「平成２９年３月３１日」に改めるものでござい

ます。これに伴い，当該制度は６年目を迎えることになります。 

 ７５ページにお戻り願います。附則でございますが，本条例は公布の日から施行するものでご

ざいます。 

 議案第１２号は以上でございます。 

 続きまして，７７ページをお開き願います。議案第１３号は，常陸太田市指定地域密着型サー

ビスの事業に関する条例の一部改正についてでございます。本条例は「指定居宅サービス等の事

業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が本年２月５日に公布，４月１

日から施行されることに伴う改正でございます。改正内容につきましては，新旧対照表でご説明

申し上げます。 

 恐れ入りますが，８０ページをお開き願います。左側になりますが，第７条の２及び第７条の

３は新設条項でございます。７条の２は指定地域密着型通所介護の，７条の３は指定療養通所介

護のそれぞれ基本方針について定めてございます。内容につきましては，要介護状態になった高

齢者が自宅において自立した日常生活を営むことを目指して必要な支援，生活支援や機能訓練を

行うとしております。第７条の３第２項では，医師や訪問介護事業者等との連携を図ることを定

めております。 

 ８１ページをお開き願います。８条以下につきましては，「介護保険法」第８条第１７項に地
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域密着型通所介護が追加されたことによる条項のずれの修正でございます。改正内容は以上でご

ざいます。 

 恐れ入りますが，７９ページにお戻り願います。附則でございますが，本条例は本年４月１日

から施行いたします。 

 議案第１３号は以上でございます。 

 続きまして，８４ページをお開き願います。議案第１４号は，常陸太田市営斎場の設置及び管

理に関する条例の一部改正についてでございます。近年の葬儀は，霊柩車の手配も含め民間の葬

儀業者に一括して依頼する形態へと変化いたしました。民間においてもその体制が十分整ってお

りますことから，これまで実施しておりました市営斎場における霊柩車の運行業務を廃止するこ

とに伴い，本条例の一部を改正するものでございます。詳細につきましては新旧対照表でご説明

いたします。 

 恐れ入りますが，８６ページをお開き願います。現行の第３条の２，第４条及び第５条，第８

条及び第９条，８７ページの第１２条中の「斎場及び霊柩車」から「及び霊柩車」の文言を削除

し「斎場」に改めるものでございます。 

 続きまして，別表第３をごらん願います。別表第３は，霊柩車の利用料金規定のため削除する

ものでございます。 

 恐れ入りますが，８６ページにお戻り願います。第５条でございますが，ただいまの別表第３

を削除するため，「第５条第１項中の別表第１から別表第３までに」を「別表第１及び別表第２」

に改めるものでございます。 

 恐れ入りますが，８５ページにお戻り願います。附則でございます。この条例は平成２８年４

月１日から施行するものでございます。 

 議案第１４号は以上でございます。 

 続きまして，９０ページをお開き願います。議案第１５号は，常陸太田市営住宅の設置及び管

理に関する条例の一部改正についてでございます。「福島復興再生特別措置法の一部を改正する

法律」が昨年５月７日に施行されたこと等に伴いまして，本条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 改正内容でございますが，９１ページをお開き願います。第７条関係でございますが，「福島

復興再生特別措置法」から引用している条項が変更されたことに伴い，「第３０条」を「第４０

条」に改めるものでございます。第１７条から第６４条までは租税債権条例の改正を受けまして，

ほかの市条例と整合性を図るため，「徴収の猶予」を「履行期限の延期」に改めるものでござい

ます。 

 恐れ入りますが，９４ページの別表１をごらん願います。２段目の幡町団地１から稲木町団地

３までは，それぞれの団地で用途廃止が発生したため，表中の戸数を減ずるものでございます。 

 恐れ入りますが，９１ページにお戻り願います。附則といたしまして，この条例は公布の日か

ら施行するものでございます。 

 議案第１５号は以上でございます。 
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 議案第１６号は，後ほど上下水道部長よりご説明申し上げます。 

 続きまして，９８ページをお開き願います。議案第１７号は，常陸太田市火災予防条例の一部

改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，「対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器具等の取

り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が平成２７年１１

月１３日に公布され，平成２８年４月１日から施行されることに伴い，本条例の一部改正を行う

ものでございます。 

 ９９ページをお開き願います。本条例の改正は，別表第３の改正でございます。改正内容が９

９ページから１２６ページまでと多岐にわたりますので，恐れ入りますがお配りいたしました資

料でご説明いたします。Ａ４縦長の議案第１７号資料「常陸太田市火災予防条例の一部改正」を

ごらん願います。 

 １の改正の背景でございますが，省令の施行後１０年以上が経過し，近年新たにグリドル付こ

んろ，最大入力が5.８キロワットの電磁誘導加熱式調理器が普及しており，これら器具の使用上

の安全を確保するため，別表第３に追加し，離隔距離を定めるものでございます。 

 ２のグリドル付こんろの別表第３への追加でございますが，図１は従来のガスグリルでござい

ます。図２，図３をごらん願います。調理用鉄板の下部にガスバーナーがついており，上火と下

火の同時加熱により調理するガスグリドル付こんろが普及したことに伴い追加するものでござい

ます。 

 資料の２ページをお開き願います。３の電磁誘導加熱式調理器の別表第３への追加でございま

すが，図４をごらん願います。ごらんのように，現在一般家庭用としましては，最も入力規模の

大きい5.８キロワット以下で，一口当たりの入力が3.３キロワット以下の電磁誘導加熱式調理器

が普及したことに伴い追加するものでございます。 

 ４の厨房設備及び調理用器具の項の表記の整理でございますが，日本工業規格の家庭用ガス調

理器の表記を引用しまして，「ドロップイン式」という表記を「組み込み型」に改めるものでご

ざいます。また，設備または器具の形状を整理するため，組み込み型・キャビネット型と，こん

ろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろを列挙した規定とするものでございます。 

 資料の３ページに各機器の形状と名称を添付いたしましたので，後ほどごらんおき願います。 

 ２ページの５は，「電気こんろ」「電気レンジ」「電磁誘導加熱式調理器」の各項を「電気調

理用機器」にまとめ，発熱体の種類に応じた整理をするものでございます。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。 

 １１６ページをお開き願います。附則といたしまして，この条例は平成２８年４月１日から施

行するものでございます。 

 議案第１７号は以上でございます。 

 続きまして，１２７ページをお開き願います。議案第１８号は，常陸太田市公民館の設置及び

管理に関する条例の一部改正についてでございます。 

 提案理由でございますが，新たな地域コミュニティの設立により公民館事業を同組織へ移行す
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ることに伴い，久米公民館，高倉公民館，小里公民館及び賀美公民館を廃止するため，本条例の

一部を改正するものでございます。 

 １２８ページをお開き願います。本条例の改正内容でございますが，本条例第２条第２項の表

中，久米公民館の項，高倉公民館の項，小里公民館の項及び賀美公民館の項を削除するものでご

ざいます。 

 附則でございますが，この条例は平成２８年４月１日から施行いたします。また，第２項で常

陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正し，第３条の表中の常

陸太田市高倉コミュニティセンターの項を削り，同センターを廃止するものでございます。 

 議案第１８号は以上でございます。 

 続きまして，１４９ページをお開き願います。議案第２０号は，常陸太田市用品調達基金条例

の廃止についてでございます。 

 提案理由でございますが，市ではこれまで，消耗品等の購入は常陸太田市用品調達基金により

集中購買をしておりましたけれども，物品の管理や払い出し事務がふくそうしており，効率化を

図ることから一般会計での一般会計歳出による購買に改めるため，本条例を廃止するものでござ

います。 

 １５０ページをお開き願います。附則の２項ですが，この条例の施行日において，常陸太田市

用品調達基金に積み立てられる基金は一般会計に繰り入れるものでございます。 

 議案第２０号は以上でございます。 

 続きまして，１５１ページをお開き願います。議案第２１号は，水郡線谷河原・常陸太田間谷

河原踏切歩道設置工事委託契約の変更契約の締結についてでございます。本件は，平成２６年第

４回市議会定例会におきましてご承認をいただいた委託契約における工事が完了し，精算手続を

行う必要があるため，議会の議決をお願いするものでございます。３の契約金額でございますが，

変更前が１億7,６８０万円，変更後が１億7,１５２万8,５７１円で５２７万1,４２９円の減額で

ございます。 

 次のページをお開き願います。減額の主な理由といたしましては，東日本旅客鉄道株式会社に

おいて，当初見込んだ資材費等につきまして，調達の結果，価格低減が図られたこと等による工

事費の減でございます。 

 私のほうからは以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○深谷秀峰議長 上下水道部長。 

〔井坂光利上下水道部長 登壇〕 

○井坂光利上下水道部長 議案第１６号常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部改正について，提案者にかわりまして説明させていただきます。 

 恐れ入りますが，議案書の９５ページをお開き願います。 

 提案理由でございますが，「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律」が

平成２８年４月１日から施行することに伴い，本条例の一部を改正するものでございます。 

 内容につきましては，新旧対照表によりご説明いたします。 
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 議案書の９７ページをごらん願います。「地方公務員法」の改正により，平成２８年４月１日

から人事評価制度が実施されることに伴い，勤勉手当につきまして人事評価の結果及び勤務状況

等に応じて支給することと改めるものでございます。 

 恐れ入りますが，９６ページにお戻りいただきます。附則でございますが，この条例は平成２

８年４月１日から施行するものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第２２号ないし議案第２９号 

○深谷秀峰議長 日程第５，議案第２２号平成２７年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）

について，議案第２３号平成２７年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて，議案第２４号平成２７年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい

て，議案第２５号平成２７年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）について，議案

第２６号平成２７年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）について，議案第２７

号平成２７年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について，議案第２８

号平成２７年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第１号）につい

て，議案第２９号平成２７年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について，

以上８件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，別冊横長の議案書，平成２８年第１回常陸太田市議会定例会補正予算書をご

らん願います。 

 １枚おめくり願います。議案第２２号は，平成２７年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）

でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ２億2,００６万8,０

００円を減額し，総額を２４２億6,８７２万2,０００円とするものでございます。第２条で繰越

明許費の補正，第３条で債務負担行為の補正，第４条で地方債の補正を行っております。主な内

容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが１１ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １０款１項１目地方交付税の補正につきましては，普通交付税の追加交付が行われましたこと

から，1,５７２万2,０００円を追加するものでございます。 

 １つ飛びまして，１３款１項３目衛生使用料の補正につきましては，瑞竜霊園における霊園永

代使用料について当初見込みより減収となりましたことから，1,７２５万6,０００円を減額する

ものでございます。 

 １４款１項１目民生費国庫負担金でございますが，１節社会福祉費負担金のうち障害者自立支
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援給付金負担金の補正につきましては，歳出予算の増額に伴い4,７３４万円を追加するものでご

ざいます。 

 １４款２項１目総務費国庫補助金でございますが，１節総務管理費補助金のうち農山漁村活性

化プロジェクト支援交付金の補正につきましては，交付額の確定により１億６５９万1,０００円

を減額するものでございます。同欄の情報セキュリティー強化対策事業費補助金の補正につきま

しては，歳出予算の財源といたしまして９４０万円を追加するものでございます。 

 １２ページをお開き願います。最下段から１５款県支出金の補正につきましては，歳出予算の

増減や補助金の確定などによるものでございます。 

 恐れ入りますが，１４ページをお開き願います。２段目の１７款１項１目総務費寄附金につき

ましては，ふるさと常陸太田寄附金の増収によりまして4,２６７万3,０００円を追加するもので

ございます。 

 ３段目の１８款２項基金繰入金の補正でございますが，事業の確定などにより歳出予算が減額

となりましたことから，１目財政調整基金繰入金，２目減債基金繰入金につきましてそれぞれ減

額するものでございます。１つ飛びまして，４目の里美地区学校建設基金繰入金の補正でござい

ますが，里美中学校屋内運動場の解体工事費の財源としまして2,１４１万8,０００円を追加する

ものでございます。５目用品調達基金繰入金の補正でございますが，用品調達基金の廃止に伴い

５０万円を繰り入れるものでございます。 

 １５ページをごらん願います。２０款４項３目雑入のうち，説明の欄の上から３段目，福島第

一原子力発電所事故に係る損害賠償金の補正につきましては，平成２４年度，２５年度の竜神大

吊橋渡橋料の減収分や，平成２６年度の有害鳥獣被害防止対策費用などに対する損害賠償金の確

定によりまして4,１６７万5,０００円を追加するものでございます。 

 ２１款１項市債でございますが，７目合併特例債事業債の複合型交流拠点施設整備事業債１億

１２０万円の追加は，国からの交付金の減額分を補填するため，最下段の９目総務費情報セキュ

リティー強化対策事業債1,１８０万円の追加は，マイナンバー関連の情報対策の財源でございま

す。その他の市債の補正は，いずれも歳出予算の減によるものでございます。 

 １６ページをお開き願います。歳出でございます。 

 今回の補正予算につきましては，各事業の内容，数量等の確定，あるいは契約差金などが主な

内容でございますので，大きく増減するものを中心にご説明いたします。 

 １７ページ上段の２款１項３目財政管理費１億3,８３７万8,０００円の補正につきましては，

将来の地方債償還財源として減債基金に積み立てを行うものでございます。１つ飛びまして，６

目企画費の２５節ふるさと常陸太田基金積立金4,２６７万3,０００円の補正につきましては，ふ

るさと常陸太田寄附金の増収により追加するものでございます。９目の情報通信管理費の補正に

つきましては，国の補正予算で措置されましたマイナンバー制度の導入に合わせた自治体情報セ

キュリティーの抜本的な強化対策に係る費用としまして，１１節需用費を２５９万2,０００円，

１３節委託料を２１６万円，１８節備品購入費を1,６５４万1,０００円，それぞれ追加するもの

でございます。 
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 恐れ入りますが，２１ページをお開き願います。上段の３款１項４目障害者福祉費でございま

すが，２０節扶助費の補正につきましては，自立支援給付費が伸びておりますが，サービス利用

者の増加により6,５９０万6,０００円を追加するものでございます。 

 恐れ入りますが，２３ページをお開き願います。２段目の４款１項２目予防費の補正につきま

しては，インフルエンザ予防接種者の減などから，各種予防接種委託料を合わせて1,９８１万4,

０００円を減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，２６ページをお開き願います。上段に款項の記載はございませんが，６款１

項商工費でございます。中段の４目観光費の２５節積立金のうち，水府地区観光施設管理基金積

立金3,１５１万4,０００円の補正につきましては，福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償金

の確定によるものでございます。 

 ２７ページをごらん願います。上段の７款２項３目道路新設改良費の補正につきましては，事

業の確定により１３節委託料を1,５７９万円，２２節補償，補填及び賠償金を3,２２６万円それ

ぞれ減額するものでございます。 

 ２８ページをお開き願います。上段に款項の記載はございませんが，８款１項消防費でござい

ます。５目災害対策費の１５節工事請負費の補正につきましては，道の駅ひたちおおたに設置さ

れます太陽光発電設備への事業の確定により2,２４２万5,０００円を減額するものでございます。 

 ２９ページをごらん願います。最下段の９款３項３目学校建設費の補正につきましては，事業

の確定などによりまして１３節委託料を3,４８０万7,０００円，１５節工事請負費を7,３４８万

6,０００円減額するものでございます。 

 ３１ページをお開き願います。下段の１１款公債費の補正でございますが，平成２６年度債の

借り入れが終了し支払額が確定しましたことから，２目利子を2,１５７万5,０００円減額するも

のでございます。 

 恐れ入りますが，６ページにお戻り願います。第２表繰越明許費補正でございます。国の補正

予算に基づくもの，関係機関との調整に日時を要したものなど，合計４事業をそれぞれの金額に

おいて翌年度に繰り越すものでございます。 

 ７ページをごらん願います。第３表債務負担行為補正でございます。 

 まず追加でございます。地方債証券共同発行連帯債務でございますが，茨城県と５つの市の共

同により大好きいばらき県民債を発行するため，本市の持ち分１億円を除く３６億円と，これに

対する利子相当額を限度額といたしまして債務を負担するものでございます。 

 続きまして変更でございます。社会保障税番号制度に係る通知カード，個人番号カード関連事

務事業でございますが，事務を委任いたします地方公共団体情報システム機構への負担金の額の

変更によりまして，限度額を８１万円増額し５０７万1,０００円としたものでございます。 

 ８ページをお開き願います。第４表地方債補正でございます。 

 まず追加でございます。情報セキュリティー強化対策事業債1,１８０万円は，情報セキュリテ

ィー強化対策事業の財源として追加するものでございます。 

 続きまして変更でございます。いずれも歳出予算の増減により変更するものでございますが，
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これにより限度額を左側の２２億7,９９０万円から右側の２０億3,５７０万円に減額するもので

ございます。 

 議案第２２号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２３号は，平成２７年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ２４６万円を減額し，

総額を７３億3,６１４万4,０００円とするものでございます。主な内容につきましては，事項別

明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税，２目退職被保険者等国民健康保険税の補正につき

ましては，被保険者数の減少等に伴い，現年課税分の収入額の減が見込まれるため減額するもの

でございます。 

 中段の９款１項１目一般会計繰入金の補正につきましては，国の負担金等の額の確定及び歳出

の職員給与費の補正などに伴うものでございます。下段の２項１目支払準備基金繰入金につきま

しては，国民健康保険税の歳入予算が減額となりましたことから，1,６８９万6,０００円を増額

するものでございます。 

 ７ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費，同款２項１目徴税総務費の補正につきましては，職員の給与改定及

び育児休業取得職員の異動等に伴うものでございます。 

 議案第２３号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２４号は，平成２７年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ６万5,０００円を減

額し，６億3,３５５万2,０００円とするものでございます。主な内容につきましては，事項別明

細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。歳入でございます。 

 第３款の繰入金につきましては，職員給与費の改訂の確定に伴い，事務費繰入金を減額するも

のでございます。 

 ７ページをごらん願います。歳出でございます。 

 第１款の総務費につきましては，職員給与費改定に伴う減額でございます。 

 議案第２４号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２５号は，平成２７年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）

でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ2,５２８万8,０００

円を減額し，総額を５４億5,９７７万1,０００円とするものでございます。主な内容につきまし

ては，事項別明細書にてご説明いたします。 
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 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ３款１項の国庫負担金から最下段の５款３項の県補助金までにつきましては，介護給付費及び

介護予防に係る地域支援事業費の減額に伴う国庫支出金支払基金交付金県支出金の減額補正でご

ざいます。全体で1,７０９万円を減額するものでございます。 

 ７ページをごらん願います。上段の６款１項１目の利子及び配当金につきましては，支払準備

基金積立金利子の増額補正でございます。 

 ７款１項１目介護給付費繰入金から３目の地域支援事業繰入金につきましては，介護給付費及

び介護予防事業の減に伴う減額補正でございます。４目のその他一般会計繰入金につきましては，

職員の人件費の減によるもので，７款全体で８４５万円を減額するものでございます。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目の一般管理費３０９万6,０００円の減につきましては，職員の人件費によるもの，

中段の同款２項１目賦課徴収費の補正につきましては，介護保険料システム電算委託契約の入札

差金でございます。 

 同款３項１目介護認定審査会費及び２目の認定調査等費につきましては，介護認定審査会委員

及び訪問調査員の報酬等の減額により，合わせまして１６８万6,０００円を減額するものでござ

います。 

 ９ページをごらん願います。２款１項の介護サービス等諸費，下段の同款２項介護予防サービ

ス等諸費，１枚おめくりいただきまして，１０ページの同款６項の特定入所者介護サービス等費

につきましては，各サービスの給付件数の増減に伴い，２款全体で2,１４７万7,０００円を減額

するものでございます。 

 中段４款１項１目の介護予防二次予防高齢者施策事業費から同款２項３目の任意事業費までに

つきましては，地域支援事業の利用見込みの減に伴い４１８万7,０００円を減額するものでござ

います。 

 １１ページをごらん願います。６款１項１目の支払準備基金積立金につきましては，支払準備

基金積立金利子の増額及び保険給付費の減額補正に伴い，６５歳以上の第１号被保険者の保険料

の余剰額を積み立てるものでございます。 

 議案第２５号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２６号は，平成２７年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）

でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ4,３８２万4,０００

円を減額し，総額を１２億8,１８６万4,０００円とするものでございます。第２条で繰越明許費，

第３条で地方債の補正を行っております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明

いたします。 

 恐れ入りますが，８ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ４款１項１目下水道事業県補助金の補正でございますが，県補助金対象事業の減により１５０

万円を減額するものでございます。 
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 ６款１項１目一般会計繰入金の補正は，工事請負費及び委託料の入札差金等により歳出予算が

減額となったため，3,７９７万4,０００円を減額するものでございます。 

 ７款１項１目繰越金の補正は，前年度繰越金の確定により1,７２５万円を追加するものでござ

います。 

 ９款１項市債の補正につきましては，事業のコスト縮減を図ったことにより，１目下水道事業

債，２目過疎対策事業債，合わせまして2,１６０万円の減額を行うものでございます。 

 ９ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目公共下水道費のうち１３節委託料は，委託内容の変更及び入札差金等により1,４

４７万円，２２節補償，補填及び賠償金は，工事に伴う水道管の移設工事が回避できたことによ

り４００万円など，合わせまして2,０３０万6,０００円を減額するものでございます。２目流域

下水道費の補正につきましては，那珂久慈流域下水道の建設工事費が県の実施する事業費の減に

よるもの，維持管理費は流域下水道への流入汚水量の減など，合わせまして1,２０４万1,０００

円を減額するものでございます。３目特環下水道費７８０万1,０００円の補正につきましては，

入札差金等により１３節委託料５５０万円，１５節工事請負費２００万円を減額するものでござ

います。 

 ２款１項１目下水道施設災害復旧費の補正につきましては，１３節委託料が入札差金によるも

の，２２節補償，補填及び賠償金は，水道管の移設補償工事が回避できたことにより，合わせま

して２１５万円を減額するものでございます。 

 １０ページをお開き願います。３款公債費の補正は，償還利子の確定により１５２万6,０００

円を減額するものでございます。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。第２表繰越明許費でございます。平成２７年度

の那珂久慈流域下水道建設工事負担金につきましては，県からの通知により３７７万9,０００円

を繰り越すものでございます。 

 ５ページをごらん願います。第３表地方債補正でございます。起債の４事業につきまして限度

額合計を左側２億3,３７０万円から右側２億２１０万円に減額するものでございます。 

 議案第２６号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２７号は，平成２７年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,１５０万7,０００

円を減額し，総額を３億5,７１３万7,０００円とするものでございます。主な内容につきまして

は，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ４款１項１目利子及び配当金の補正につきましては，農業集落排水事業債償還基金の預金利子

確定に伴い３万7,０００円を追加するものでございます。 

 ５款１項１目一般会計繰入金の補正は，歳出予算の減により1,５００万1,０００円を減額する

ものでございます。 
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 ６款１項１目繰越金でございますが，前年度繰越金の確定により３４５万7,０００円を追加す

るものでございます。 

 ７ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目総務管理費のうち１３節委託料は，入札差金等により８７０万円，２７節公課費

は，消費税納付額の確定に伴い２６７万4,０００円など，合わせまして1,１５０万7,０００円を

減額するものでございます。 

 議案第２７号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２８号は，平成２７年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別

会計補正予算（第１号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ4,１１４万9,０００

円を減額し，総額を１億１０万1,０００円とするものでございます。第２条で地方債の補正を行

っております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，７ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款分担金及び負担金，４款繰入金，１つ飛びまして，７款市債の減額につきましては，いず

れも浄化槽設置基数の減に伴うものでございます。 

 ５款繰越金の補正は，前年度繰越金の確定により３７８万7,０００円を追加するものでござい

ます。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費のうち１３節委託料は，入札差金により1,１

２０万円，１５節工事請負費２９０万円の減につきましては，５０基予定しておりました浄化槽

設置の数が３２基にとどまったことなど，合わせまして4,０５２万2,０００円を減額するもので

ございます。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。第２表は地方債補正でございます。起債の事業

につきまして，限度額を左側5,５５０万円から右側3,５００万円に減額するものでございます。 

 議案第２８号は以上でございます。 

 続きまして，議案第２９号は，平成２７年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）でございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額からそれぞれ３８９万5,０００円

を減額し，総額を２億8,０３８万3,０００円とするものでございます。第２条で地方債の補正を

行っております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，７ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ３款１項１目一般会計繰入金1,６０４万2,０００円の減額は，歳出予算の確定によるものでご

ざいます。 

 ４款１項１目繰越金９３４万7,０００円の増額は，前年度繰越金の確定によるものでございま

す。 

 ５款２項１目雑入２００万円の減額は，県道及び過疎代行事業の変更に伴い，配水管等布設が
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え補償費の減額によるものでございます。 

 ６款１項１目簡易水道事業債，同項２目過疎対策事業債につきましては，それぞれの事業費の

確定に伴い，合わせまして４８０万円の増となっております。 

 ８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費３８９万5,０００円の減額は，職員人件費及び公課費の減によるもの

でございます。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。地方債の補正でございます。簡易水道事業債の

限度額を２４４万円に，過疎対策事業費の限度額を1,６１０万円とし，合計4,０５０万円に変更

するものでございます。 

 補正予算に係る議案は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

 午前の会議はこの程度にとどめ，午後１時まで休憩いたします。 

午後０時１０分休憩 

            ──────────────────― 

午後１時００分再開 

○深谷秀峰議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 日程第６ 議案第３０号ないし議案第３９号 

○深谷秀峰議長 日程第６，議案第３０号平成２８年度常陸太田市一般会計予算について，議案

第３１号平成２８年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について，議案第３２号平成２８年

度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について，議案第３３号平成２８年度常陸太田市介護

保険特別会計予算について，議案第３４号平成２８年度常陸太田市下水道事業特別会計予算につ

いて，議案第３５号平成２８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について，議案第３

６号平成２８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算について，議案第３

７号平成２８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について，議案第３８号平成２８年度常

陸太田市水道事業会計予算について，議案第３９号平成２８年度常陸太田市工業用水道事業会計

予算について，以上１０件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 議案第３０号から３７号までの８件につきまして，提案者にかわりましてご

説明申し上げます。 

 平成２８年度常陸太田市予算書をごらん願います。 

 ２枚おめくり願います。議案第３０号は，平成２８年度常陸太田市一般会計予算でございます。 

 １枚おめくり願います。３ページでございます。第１条で，歳入歳出予算の総額を２２６億5,

０００万円とするものでございます。第２条で地方債，第３条で一時借入金の借り入れ最高額を

２０億円と定めております。第４条は，歳出予算の流用を定めたものでございます。主な内容に
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つきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１３ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目市民税個人につきましては，２３億９１万 2,０００円といたしました。生産年齢

人口の減少により減額の見込みとしたものでございます。下段の２目市民税法人につきましては

１億 7,６２８万 9,０００円といたしました。前年度の実績等を勘案したものでございます。 

 １款２項１目固定資産税につきましては，２１億 1,１０２万 2,０００円といたしました。企業

の設備投資による償却資産の増設等により，前年度と比較し増額を見込んだものでございます。 

 恐れ入りますが，１６ページをお開き願います。２段目の２款地方譲与税から１７ページ中段

の９款地方特例交付金までにつきましては，地方財政計画における収入見込みや前年度の実績等

を勘案し計上したものでございます。 

 同じく１７ページの１０款地方交付税につきましては，８９億 7,０００万円といたしました。

地方財政計画における減額計上や普通交付税における合併算定がえの縮減等を勘案し，右側説明

の欄ですが，普通交付税８０億 1,０００万円，特別交付税９億 6,０００万円としたものでござい

ます。 

 また，下段の１１款交通安全対策特別交付金につきましても，地方財政計画における収入見込

みや前年度の実績等を勘案し計上したものでございます。 

 最下段の１２款１項負担金でございますが，１８ページ上段の２目２節児童福祉費負担金の説

明の欄２段目，保育施設等利用者負担金 6,７５０万 8,０００円につきましては，子育て世代の負

担軽減を図るため，引き続き保育園の保育料をおおむね半額程度とするため計上したものでござ

います。 

 続きまして，下段の１３款使用料及び手数料でございますが，１９ページ上段の５目１節の商

工使用料のうち，説明の欄中段の竜神大吊橋使用料につきましては，バンジージャンプ等の効果

などにより渡橋者数の増加が見込めることから，前年度より増額の 7,５３６万 7,０００円といた

しました。 

 ２１ページをお開き願います。上段の１４款１項１目１節の社会福祉費負担金のうち，説明の

欄２段目の障害者自立支援給付費負担金につきましては，給付が増加傾向にあることから，前年

度より増額の４億 6,３７４万 2,０００円といたしました。 

 同じく下段にございます１４款２項２目１節の社会福祉費補助金のうち，説明の欄，臨時福祉

給付事務費補助金及び事業費補助金，合わせまして３億 2,１９１万 4,０００円につきましては，

新年度に予定されております臨時福祉給付事業の財源として計上したものでございます。 

 ２２ページをお開き願います。上段の４目土木費国庫補助金の１節道路橋りょう費補助金１億

9,４８９万 7,０００円につきましては，新宿天神林線や高柿千寿線の整備及び橋梁の長寿命化事

業の財源として計上したものでございます。 

 ２３ページをごらん願います。下段の１５款２項県補助金でございますが，恐れ入りますが，

２５ページをお開き願います。上段の８目教育費県補助金のうち２節の保健体育費補助金 1,８８

４万 6,０００円は，平成３１年度の国体開催に向けた山吹運動公園施設整備事業の財源として計
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上したものでございます。 

 ２６ページをお開き願います。２６ページ中段から２７ページ２段目にかけましては，１６款

財産収入でございます。１項財産運用収入につきましては，１目財産貸付収入で 5,１３５万 8,

０００円を，２目利子及び配当金で 1,４９９万 5,０００円，合わせまして 6,６３５万 3,０００

円を計上いたしました。 

 ２７ページをごらん願います。３段目１７款寄附金のうち２目の総務寄附金は，ふるさと常陸

太田寄付金として 7,０００万円を計上いたしました。 

 同款４目の商工費寄附金は，グリーンふるさと振興機構からの県北教育旅行推進事業寄附金と

して３億 2,７００万円を計上いたしました。 

 １つ飛びまして，１８款２項１目財政調整基金繰入金につきましては，前年度より１億 3,００

０万円増の３億 8,０００万円といたしました。 

 ２８ページをお開き願います。３段目の１９款繰越金でございますが，前年度予算額と同額の

２億 5,０００万円を計上いたしました。 

 ２９ページをごらん願います。２０款４項３目雑入のうち２節の学校給食費徴収金１億 2,２４

５万 2,０００円でございますが，子育て世代の負担軽減を図るため，私立幼稚園に加え私立小学

校及び中学校の給食費を現行の半額程度にするため計上したものでございます。 

 ３１ページをお開き願います。中段の２１款市債でございますが，５目過疎対策事業債２億 5,

０５０万円，６目合併特例事業債１億３０万円，７目臨時財政対策債７億円など，合計１１億 1,

６９０万円を計上しております。 

 続きまして，歳出でございます。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして４２ページをお開き願います。款項目の記載はございません

が，２款１項６目企画費でございます。右側中段の１３節委託料の説明の欄，上から３行目の公

共施設等総合管理計画策定業務委託料は，インフラを含むすべての公共施設を対象に総合的かつ

計画的な管理を行うための基本的な方針等を策定するため 1,６３１万 9,０００円を計上いたし

ております。 

 恐れ入りますが，５０ページをお開き願います。１６目諸費でございます。右側下段の１３節

委託料の結婚推進事業委託料 1,９９９万 6,０００円は，民間企業との共催による婚活セミナーや

体験型交流会等の開催費用として計上いたしております。 

 次の５１ページにございます１９節負担金補助及び交付金のうち説明の欄下段の助成金でござ

いますが，新婚家庭家賃助成事業費 6,７９８万円，住宅取得等助成費 2,６００万円，民間賃貸住

宅建築助成費 1,４３０万円，ひたちおおた暮らし促進事業７００万円を計上し，引き続き少子

化・人口減少対策を進めてまいります。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして６８ページをお開き願います。款項の記載はございませんが，

３款１項社会福祉費でございます。６目の医療福祉費でございますが，２０節扶助費のうち医療

福祉扶助費市単独分でございますが，5,５７８万 3,０００円を計上し，引き続き高校生相当まで

の医療費助成を行ってまいります。 
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 恐れ入りますが，７７ページをお開き願います。下段の３款４項１目災害救助費の１９節負担

金補助及び交付金のうち支援金の東日本大震災被害対策費 2,２００万円は，被災された市民の建

物修繕に係る時間的余裕を考慮し，申請期限を１年間延長することに伴い計上するものでござい

ます。 

 ７８ページをお開き願います。４款１項１目保健衛生総務費でございます。次の７９ページ中

段の１９節負担金補助及び交付金の説明の欄最下段にございます医療機器等整備事業費 1,００

０万円は，過疎地域の医療体制の確保を図るため，診療所の医療機器等の整備費に対し助成する

ため計上したものでございます。 

 下段の２目予防費につきましては，８０ページをお開き願います。中段の１３節委託料の説明

の欄，４行目のインフルエンザ予防接種委託料 3,３２３万 4,０００円は，これまで高齢者及び中

学生までが助成対象でしたが，高校生相当の１８歳まで助成することとして計上したものでござ

います。 

 恐れ入りますが，８６ページをお開き願います。４款２項１目清掃総務費の８節報償費のうち

ごみ回収促進事業報償費は，これまでごみ集積所管理報償費として各町会に交付してきたものに

加え，家庭ごみを自ら搬出することが困難な高齢者や障害者などに対し，地域ぐるみで支援をし

ていただくため，前年度予算額より増額の 1,１４５万円を計上したものでございます。 

 恐れ入りますが，９４ページをお開き願います。款項目の記載はございませんが，５款１項３

目農業振興費でございます。右側中段の１３節委託料のうち有害鳥獣捕獲実施委託料３４０万円，

下段にございます１９節負担金補助及び交付金のうち９５ページの説明の欄，補助金の８行目に

ございます有害鳥獣等被害防止対策事業費２７７万 6,０００円，恐れ入りますが，９６ページを

お開き願います。同節のうち最下段の助成金，わな猟免許取得費３０万 6,０００円など，イノシ

シ等被害対策に係る費用といたしまして，合わせまして６８１万円を計上いたしました。 

 同じく９６ページ説明の欄，上から３行目の常陸太田名産品販売促進事業費につきましては，

国内や海外で開催される農産物等の展示会等への出店に対する支援として４００万円を計上した

ものでございます。 

 恐れ入りますが，１０４ページをお開き願います。款項目の記載はございませんが，６款１項

２目商工振興費でございます。右側中段にございます１９節負担金補助及び交付金のうち，次の

１０５ページの説明の欄，奨励金の２行目にございますＵＩＪターン者就職支援事業費につきま

しては，ＵＩＪターン者が市内企業に就職した際の奨励金として１００万円を計上するものでご

ざいます。 

 下段の４目観光費でございますが，恐れ入りますが次の１０６ページをお開き願います。右側

下段の１３節委託料のうち，説明の欄の最下段の県北教育旅行推進事業につきましては，グリー

ンふるさと振興機構から移管されます県北６市町連携による体験型教育旅行に係る事業を観光物

産協会に委託する費用として 3,７１１万 1,０００円を計上するものでございます。 

 １０７ページをごらん願います。右側下段の１９節負担金補助及び交付金は，恐れ入りますが，

次の１０８ページをお開き願います。同節説明の欄の下から３行目にございます団体旅行誘致促
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進事業費５００万円につきましては，団体旅行を催行する旅行事業者の経費の一部を助成するこ

とにより，本市観光施設への誘客促進を図るものでございます。 

 恐れ入りますが，１１３ページをお開き願います。款項の記載はございませんが，７款２項の

道路橋りょう費でございます。最下段の３目道路新設改良費でございますが，６億 5,３１７万 8,

０００円を計上いたしました。社会資本整備総合交付金や道整備交付金に合併特例債や過疎債を

合わせて活用しながら，新宿天神林線，高柿千寿線などの整備を進めていくものでございます。 

 １１４ページをお開き願います。４目橋りょう維持費につきましては，橋梁長寿命化修繕計画

に基づき計画的に橋梁の維持補修を進めるため，１億 5,３８６万 7,０００円を計上いたしました。 

 次の１１５ページ，下段の７款４項１目都市計画総務費は，恐れ入りますが次の１１６ページ

にございます１３節委託料の欄をごらん願います。説明の欄下から５行目の新市街地開発促進業

務委託料 7,７１６万 6,０００円につきましては，国道３４９号バイパス沿いの区画整理事業に係

る測量委託料などを計上しております。 

 恐れ入りますが，１２５ページをお開き願います。款項の記載はございませんが，８款１項３

目消防施設費でございます。右側下段の１８節備品購入費のうち消防自動車購入費は，消防団車

両３台分の更新費用として 4,３８２万 1,０００円を計上いたしました。 

 １２６ページをお開き願います。５目災害対策費は，１２７ページの１３節委託料の欄をごら

ん願います。説明の欄３行目の土砂災害ハザードマップ作成委託料 1,１８０万 5,０００円は，水

府及び里美地区の同マップを更新する費用として計上するものでございます。 

 恐れ入りますが，１３７ページをお開き願います。款項の記載はございませんが，９款３項中

学校費でございます。下段の３目学校建設費でございますが，9,８８９万 7,０００円を計上し，

金砂郷中学校の旧校舎基礎撤去に伴う埋蔵文化財の調査や，同校の屋内運動場実施設計などを行

うものでございます。 

 恐れ入りますが，大きく飛びまして１５８ページをお開き願います。款項目の記載はございま

せんが，９款６項４目の体育施設費でございます。右側中段の１５節工事請負費のうち施設改修

工事 6,３９６万 9,０００円につきましては，平成３１年度に開催される国体に向けて山吹運動公

園の野球場及び運動広場を整備する費用として計上しております。 

 恐れ入りますが，１０ページにお戻り願います。第２表地方債でございます。地方債を起こす

各事業はごらんの８事業でございまして，限度額を総額１１億 1,６９０万円とするものでござい

ます。起債の方法，利率，償還の方法につきましては，恐れ入りますが後ほどごらんおき願いま

す。 

 議案第３０号は以上でございます。 

 続きまして，議案第３１号は，平成２８年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算でございま

す。 

 １７５ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を６５億 8,３９３万 2,０００

円とするものでございます。第２条で，一時借入金の借り入れ最高額を１億 5,０００万円と定め

てございます。第３条は，歳出予算の流用を定めたものでございます。主な内容につきましては，
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事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１８２ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項国民健康保険税につきましては，被保険者数の減等が見られることから，前年度より

9,２９４万 4,０００円減の１０億 5,２６９万 7,０００円といたしました。 

 １８３ページをごらん願います。３款１項国庫負担金につきましては，前年度までの保険給付

費等の実績を勘案し，１０億 5,２１５万 9,０００円を計上いたしました。 

 同款２項国庫補助金は，保険基盤安定のための交付金の増が見込まれることから３億 2,８１１

万 4,０００円といたしました。 

 ４款療養給付費等交付金につきましては，退職被保険者数の減少に伴い，前年度予算額より１

億 4,０２０万 1,０００円減の２億 5,３１９万 7,０００円を計上いたしました。 

 ５款前期高齢者交付金につきましては，前々年度の生産額が確定していないため，前年度の実

績額を計上したものでございます。 

 下段の６款１項県負担金につきましては，１目高額医療費共同事業負担金，次ページの２目特

定健康診査等負担金の両目とも，それぞれ前年度の実績等を勘案し計上したものでございます。 

 ６款２項１目財政調整交付金につきましては，一般被保険者分に係る保険給付費等が前年度と

比較して減となっておりますので，５２３万 7,０００円減の２億 5,３７２万 2,０００円といた

しました。 

 ７款１項１目高額医療費共同事業交付金，２目保険財政共同安定化事業交付金は，高額医療費

に対する再保険制度で県国保連合会が算出した額をそれぞれ計上したものでございます。 

 ９款の繰入金でございますが，支払準備基金の残額が減少傾向にあることから，１項１目の一

般会計繰入金は，前年度予算額より１億 8,５７９万 4,０００円増の６億 9,２４４万 3,０００円

を計上し，次ページ上段の同款２項１目支払準備基金繰入金につきましては，前年度予算額より

１億 5,０７９万 4,０００円減の１億 2,３９８万 8,０００円といたしました。 

 恐れ入りますが，１８９ページをお開き願います。歳出でございます。 

 最下段の２款１項１目一般被保険者療養給付費から１９１ページ上段の同款２項４目退職被保

険者等高額介護合算療養費までにつきましては，それぞれ前年度までの実績等を勘案して計上い

たしました。 

 １９２ページをお開き願います。３款後期高齢者支援金等から１９３ページ上段の６款介護納

付金までにつきましては，それぞれ対象となる医療給付費及び介護給付費等の増減等を勘案し計

上したものでございます。 

 ７款１項１目高額医療費共同事業拠出金，２目保険財政共同安定化事業拠出金につきましては，

県国保連合会が算出した額をそれぞれ計上しております。 

 ８款１項１目特定健康診査等事業費のうち１３節委託料の特定健康診査業務委託料 3,４９８

万 5,０００円は，前年度の実績を勘案し計上したものでございます。 

 １９４ページをお開き願います。中段の８款２項１目保健衛生普及費のうち１９節負担金補助

及び交付金は，主に人間ドック等健診費の補助金でございますが，ドックの受診希望者の増加に
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対応するため，前年度より約８％増の 2,５６３万 3,０００円を計上したものでございます。 

 議案第３１号は以上でございます。 

 続きまして，議案第３２号は，平成２８年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算でござい

ます。 

 ２０３ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を６億 3,６６３万 7,０００円

とするものでございます。主内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２０８ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目特別徴収保険料は，３億 4,８３８万 2,０００円。２目普通徴収保険料は 9,７８

８万 4,０００円，合わせまして４億 4,６２６万 6,０００円を計上いたしました。前年度よりも

１１２万 7,０００円の減額となっておりますが，減額の主な理由は保険料負担の軽減対象者の増

によるものでございます。 

 １つ飛びまして，３款１項一般会計繰入金につきましては，前年度とほぼ同額の１億 8,７８８

万 5,０００円を計上しております。 

 恐れ入りますが，２１０ページをお開き願います。歳出でございます。 

 下段の２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金６億 1,５３９万 4,０００円につきまして

は，茨城県後期高齢者医療広域連合へ納付するものでございます。前年度よりも１１７万 2,００

０円の減となっておりますが，主に保険料納付金の減によるものでございます。 

 議案第３２号は以上でございます。 

 続きまして，議案第３３号は，平成２８年度常陸太田市介護保険特別会計予算でございます。 

 ２１７ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を５６億 4,１３４万 6,０００

円とするものでございます。第２条は，一時借入金の借り入れ最高額を３億 1,０００万円と定め

ております。第３条は，歳出予算の流用を定めたものでございます。主な内容につきましては，

事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが２２４ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目の６５歳以上の第１号被保険者保険料につきましては，前年度より 6,４８６万 9,

０００円増の１０億 2,６０６万円を計上いたしました。 

 ３段目の３款１項の国庫負担金から１ページおめくりいただきまして，２２６ページ上段の５

款３項の県補助金までは，国及び支払基金並びに県からの支出金でございます。介護給付費及び

地域支援事業費に対するそれぞれの補助率等から合計３６億 8,８５１万 9,０００円を計上して

おります。 

 下段の９款１項一般会計繰入金につきましては，介護給付費や地域支援事業費，職員給与費及

び事務費等に係る一般会計の繰入金として８億 6,６７９万 6,０００円を計上いたしました。 

 ２２７ページをごらん願います。同款２項の基金繰入金につきましては，支払準備基金から 1,

７７１万 7,０００円を繰り入れるものでございます。 

 ２２８ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項の総務管理費から，１ページおめくりいただきまして２３０ページ中段の同款４項の
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趣旨普及費まででございますが，職員や介護認定審査会委員等の人件費，事務費等を合わせまし

て１億 3,９３０万 3,０００円といたしました。 

 続きまして，下段の２款１項介護サービス等諸費及び２３２ページ上段までの同款２項介護予

防サービス等諸費につきましては，地域密着型介護サービス給付費等の増額に伴い１億 8,５８３

万 4,０００円増の４８億 9,０３７万 2,０００円を計上いたしました。 

 ３段目の同款４項高額介護サービス等費及び最下段から２３３ページ上段にかけての同款５項

の高額医療合算介護サービス等費につきましては，前年度の実績額を勘案し 1,４３９万 9,０００

円増の１億 2,４４２万 6,０００円を計上いたしました。 

 続きまして，２段目の同款６項特定入所者介護サービス等費につきましても，申請件数の増加

に伴い支給額も増加傾向にあることから，4,３５９万 5,０００円増の３億 1,１１７万 9,０００

円を計上しております。 

 最下段の４款１項１目介護予防二次予防高齢者施策事業費は，恐れ入りますが，次の２３４ペ

ージをお開き願います。上段右側にございます１３節委託料は 1,４９４万円を計上し，引き続き

機能訓練，栄養改善等を実施してまいります。２目の介護予防一次予防高齢者施策事業費のうち，

１３節委託料につきましては１５６万 2,０００円を計上し，介護予防運動としてこれまでのシル

バーリハビリ体操に加え，新たにスクエアステップを実施してまいります。 

 ２３５ページをごらん願います。同款２項２目の包括的支援事業費のうち，８節報償費につき

ましては４７万 4,０００円を計上し，平成２９年度から移行する新しい総合事業で実施する介護

予防生活支援サービスについて協議する場を設け，生活支援体制の整備を図るものでございます。

３目の任意事業費につきましては，これまでの実績による件数等を勘案して 4,１９７万 6,０００

円といたしました。右側１３節委託料のうち，説明の欄上から４行目の食の自立支援事業委託料

に 3,００９万 8,０００円を計上し，高齢者の日常生活の支援のための事業を引き続き実施してま

いります。 

 議案第３３号は以上でございます。 

 続きまして，議案第３４号は，平成２８年度常陸太田市下水道事業特別会計予算でございます。 

 ２４５ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を１３億 2,５３３万 3,０００

円とするものでございます。第２条で地方債を，第３条は一時借入金の借り入れ最高額を６億円

とするものでございます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２５２ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目受益者分担金は，特環下水道事業で 2,０１９万 1,０００円を，下段の同款２項１

目受益者負担金では，公共下水道事業で 1,０２２万 7,０００円といたしました。おのおのの事業

で分担金，負担金の分割納付分に加え，新たな加入者を見込んで計上しております。 

 ３段目の２款１項１目下水道使用料は，昨年度の実績を勘案し，公共下水道及び特環下水道を

合わせまして２億 7,２４８万 5,０００円といたしました。 

 １つ飛ばしまして，３款１項１目下水道事業国庫補助金につきましては，補助対象事業費の増

により，昨年度より 2,５００万円増の 7,９００万円といたしました。 
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 ２５３ページをごらん願います。２段目の６款１項１目一般会計繰入金は，６億 5,５８９万 2,

０００円を計上いたしました。昨年に比べ 5,９４３万 4,０００円の減でございますが，これは職

員数の減及び業務委託の見直し等が主な要因でございます。 

 最下段の欄，９款１項市債は，１目下水道事業債，２目過疎対策事業債，合わせまして２億 6,

６９０万円といたしました。昨年に比べ 4,３２０万円の増でございますが，金砂郷地区の下水道

整備に係る工事費等でございます。 

 ２５４ページをお開き願います。歳出でございます。 

 １款１項１目公共下水道費でございますが，次ページ右側の１３節委託料のうち，説明の欄２

行目にございます地質調査及び実施設計委託料 3,６００万円につきましては，機初団地の公共下

水道接続に伴う詳細設計及び地質調査を行うものでございます。同じく説明欄中ほどの計画策定

委託料７００万円は，東部東地区市街地開発に伴う雨水，汚水の基礎資料作成業務を委託するも

のでございます。また，次の行の「地方公営企業法」適用支援業務委託料１７３万 7,０００円は，

公営企業会計を適用するため，固定資産の調査及び評価業務などを行うものでございます。次の

測量調査設計委託料 1,４００万円は，機初団地内の既存の下水道を公共下水道へ接続するに当た

りましては点検，調査が必要となりますので，テレビカメラによる調査費用を計上したものでご

ざいます。 

 次に，中段の１５節工事請負費の１億 9,３６０万円につきましては，新宿町，上河合町，小目

町などの管渠整備工事に要する費用を計上したものでございます。 

 ２５６ページをお開き願います。中段の同款２目流域下水道費は，那珂久慈流域下水道建設工

事及び維持管理の負担金１億 1,４１４万 8,０００円を計上するものでございます。 

 次の３目特環下水道費の主な内容につきましては，２５７ページをごらん願います。１３節委

託料は，久米浄化センターの施設運転及び保守点検，汚泥処分，その他全体の維持管理等に係る

委託料など，合計 1,５１２万 7,０００円を計上いたしました。１５節工事請負費１億 3,８００

万円は，大里町，薬谷町の整備予定区域約 3.５ヘクタールに要する費用でございます。 

 ２５８ページをお開き願います。上段の２２節補償，補填及び賠償金 1,２００万円は，下水道

工事に伴い支障となる上水道管の移設補償費を見込みました。 

 ２款公債費につきましては，公共下水道建設事業債ほかの元金と利子を合わせて６億 6,８１０

万 6,０００円を計上するものでございます。 

 恐れ入りますが，２４９ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。地方債を起

こす事業はごらんの４事業で，限度額を合計２億 6,６９０万円とするものでございます。起債及

び償還の方法等につきましては，表記のとおりでございます。恐れ入りますが，後ほどごらんお

き願います。 

 議案第３４号は以上でございます。 

 続きまして，議案第３５号は，平成２８年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算でござ

います。 

 ２６５ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を３億 4,４１５万円とするも
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のでございます。第２条で地方債を，第３条は一時借入金の借り入れ最高額を 5,０００万円と定

めてございます。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２７１ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目受益者分担金３万 6,０００円は，滞納繰越分でございます。 

 １段飛ばしまして，２款１項１目農業集落排水使用量は，昨年までの実績に基づく平均汚水量

を算定し，8,８５４万 1,０００円といたしました。 

 ２段飛びまして，４款１項１目一般会計繰入金は，２億 4,３２３万 9,０００円を計上いたしま

した。 

 最下段の４款２項１目基金繰入金として，農業集落排水事業債償還基金繰入金に６９４万 7,０

００円を見込んでおります。 

 ２７２ページをお開き願います。下から２段目の７款１項市債は，「地方公営企業法」適用に

要する経費として農業集落排水事業債に１６０万円を計上いたしました。 

 ２７３ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目総務管理費は，総額１億 5,８１４万 4,０００円といたしました。このうち最下段

右側の１３節委託料には，汚泥処分委託料に 1,２０９万 6,０００円を，次ページの説明の欄２行

目の市内９カ所の処理施設保守点検業務委託料として 4,４９７万 2,０００円を，４行目の地方公

営企業法適用支援業務委託料１６９万 8,０００円などを計上しております。１５節工事請負費の

５００万円は，農集排地区の維持補修工事に要する費用でございます。 

 ２７５ページをごらん願います。２款公債費につきましては，農業集落排水事業債の元金と利

子を合わせまして１億 8,３００万 6,０００円を計上するものでございます。 

 恐れ入りますが，２６８ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。地方債を起

こす事業は農業集落排水事業で，限度額を合計１６０万円とするものでございます。起債及び償

還の方法につきましては，表記のとおりでございます。恐れ入りますが，後ほどごらんおき願い

ます。 

 議案第３５号は以上でございます。 

 続きまして，議案第３６号は，平成２８年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別

会計予算でございます。 

 ２８３ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を２億 1,４９５万 9,０００円

とするものでございます。第２条で地方債，第３条で一時借入金の借り入れ最高額を 1,０００万

円と定めております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，２８９ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目受益者分担金は，本年度浄化槽整備区域を拡大したことにより，設置見込み件数

を１００基分とし，昨年度より６０９万円増の 1,２６０万円といたしました。 

 ２款１項１目の戸別合併処理浄化槽使用料は，平成２７年度までの設置件数と平成２８年度の

新規予定件数を勘案し 3,４１３万 1,０００円といたしました。 

 １つ飛ばしまして，３款１項の国庫補助金は，浄化槽設置見込み件数を勘案し 3,０２９万 7,
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０００円を計上いたしました。 

 ４款１項１目一般会計繰入金は 3,７１６万円といたしました。 

 ２９０ページをお開き願います。７款市債は，戸別合併処理浄化槽設置整備事業債に 9,９２０

万円を計上いたしました。 

 ２９１ページをごらんください。歳出でございます。 

 １款１項１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費は，総額１億 8,９５４万 8,０００円といたし

ました。このうち右側下段の１３節委託料でございますが，浄化槽新設に伴う測量設計の委託料

及び既存浄化槽の維持管理費など，合計 3,８０６万 7,０００円を計上しております。 

 ２９２ページをお開き願います。１５節工事請負費１億 3,２４０万円は，新たな浄化槽設置基

数１００基分でございます。 

 ２款公債費につきましては，戸別合併処理浄化槽事業債の元金と利子を合わせて 2,４４１万 1,

０００円といたしました。 

 恐れ入りますが，２８６ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。地方債を起

こす事業は特定地域生活排水処理施設事業費で，限度額を 9,９２０万円とするものでございます。

起債及び償還の方法等につきましては表記のとおりでございます。恐れ入りますが，後ほどごら

んおき願います。 

 議案第３６号は以上でございます。 

 続きまして，議案第３７号は，平成２８年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算でございま

す。 

 ２９９ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額を２億 7,４７２万 2,０００円

とするものでございます。第２条で地方債，第３条で一時借入金の借り入れ最高額を 5,０００万

円と定めております。主な内容につきましては，事項別明細書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，３０５ページをお開き願います。歳入でございます。 

 １款１項１目分担金は，新規加入３件分を見込み４６万 1,０００円といたしました。 

 ２款１項１目簡易水道使用量でございますが，使用水量の減に伴いまして，昨年度より 1,０８

０万円減の１億 1,１９０万円といたしました。 

 ３款１項１目一般会計繰入金は，設備の更新工事を起債等で対応するため，３３２万 7,０００

円減の１億４３３万 3,０００円といたしました。 

 最下段の５款２項１目雑入でございますが，配水管等布設がえ補償費及び料金収納業務負担金

として 1,２０１万 2,０００円を計上しております。 

 ３０６ページをお開き願います。６款市債でございます。１目簡易水道事業債に 2,０００万円，

２目過疎対策事業債に 1,９００万円，合計 3,９００万円といたしました。 

 ３０７ページをごらん願います。歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費のうち１３節委託料 1,４４３万 5,０００円は，検針業務委託料，浄配

水場等管理委託料の金額でございます。 

 ３０８ページをお開き願います。下段の１款２項１目維持修繕費のうち１３節委託料 1,４７５
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万 7,０００円は，水府，里美地区の浄水場保守点検委託料及び水質検査委託料等でございます。

１５節工事請負費 1,９７４万 2,０００円は，水府里美地区の浄水場の施設整備工事を計上するも

のでございます。 

 ３０９ページをごらん願います。１款３項１目配管費のうち１５節の工事請負費 2,７４３万 9,

０００円は，県道北茨城大子線及び奥久慈グリーンライン道路改良工事等の配水管布設がえ工事

を行うものでございます。 

 １款４項１目給水費２１３万 5,０００円につきましては，水府地区のメーター器２９個を交換

するものでございます。 

 ２款公債費でございますが，１目元金 7,８４４万 6,０００円，２目利子 1,７１０万 6,０００

円の合計 9,５５５万 2,０００円を計上するものでございます。 

 恐れ入りますが，３０２ページにお戻り願います。第２表は地方債でございます。簡易水道事

業費に 2,０００万円，過疎対策事業費に 1,９００万円の合計 3,９００万円を起債の限度額とい

たしました。起債の方法，利率及び償還の方法につきましては，恐れ入りますが，後ほどごらん

おき願います。 

 新年度予算に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほど，どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

○深谷秀峰議長 上下水道部長。 

〔井坂光利上下水道部長 登壇〕 

○井坂光利上下水道部長 議案第３８号及び議案第３９号につきまして，提案者にかわりまして

ご説明申し上げます。 

 初めに，議案第３８号平成２８年度常陸太田市水道事業会計予算について，別冊の常陸太田市

公営企業会計予算書により説明させていただきます。 

 恐れ入りますが，３ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条は業務の予定量で，給水戸数１万 8,４２８戸，年間総給水量４８４万 7,２９７立方メー

トル，１日平均給水量にしますと１万 3,２８０立方メートルとなります。主要な建設改良事業に

つきましては１億 2,５９１万 3,０００円を予定しております。 

 第３条，収益的収入及び支出の予定額でございます。収入につきましては，第１款水道事業収

益が１２億 7,９３４万 7,０００円でございます。これは対前年度比 2.３％の減となります。 

 次に支出でございますが，第１款水道事業費用が１２億 7,０３１万 8,０００円でございます。

対前年度比 2.０％の減となっております。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 ４ページをお開きいただきます。 

 収入につきましては，第１款資本的収入が 5,０３７万 6,０００円で，対前年度比２3.５％の減

となっております。 

 次に，支出でございますが，第１款資本的支出が４億 5,６９６万 7,０００円で，対前年度比１
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4.３％の減となっております。 

 恐れ入りますが，３ページにお戻りいただきまして，下から２行目でございますが，中ほどの

資本的収入が資本的支出額に対し不足する額４億６５９万 1,０００円は，過年度分損益勘定留保

資金３億 9,７４０万 7,０００円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９１８万 4,

０００円で補填するものといたします。 

 ４ページをお開きいただきます。 

 第５条は，債務負担行為でございます。上下水道業務システム賃貸借について 2,１７７万 2,

０００円，公営企業会計システム賃貸借について２９９万 6,０００円，上下水道業務システム保

守業務について 1,４９４万 7,０００円を限度として，平成２９年度から平成３２年度までの債務

の負担を行うものでございます。 

 第６条は企業債の定めでございます。起債の目的は配水管整備事業で，限度額を 3,５３０万円

と定めます。 

 次のページに参りまして，第７条は，一時借入金の限度額で 5,０００万円と定めます。 

 第８条は，予定支出の各項の経費の金額の流用の定めで，営業費用と営業外費用間に限ると定

めるものでございます。 

 第９条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の定めでございます。 

 第１０条は，他会計からの補助金で，補助を受ける金額は 4,０８３万 4,０００円でございます。 

 第１１条は，棚卸資産購入限度額で 1,３６６万 4,０００円と定めます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 ３６ページをお開き願います。 

 初めに，収益的収入及び支出のうち収入でございますが，１款１項営業収益の１目給水収益は

１万 8,４２８戸，１０億 6,０６９万７０００円で，対前年度 1,７４９万円の減を見込んでおり

ます。 

 次のページに参りまして，２項営業外収益２目１節の一般会計補助金でございますが，未給水

地域解消事業の企業債利子相当額及び宮の郷工業団地の固定資産減価償却相当額並びに一般会計

繰り出し基準に基づく繰入金など，トータル 4,０８３万 4,０００円で，対前年度６６０万 7,０

００円の減でございます。３目長期前受金戻入につきましては，償却資産の取得財源を減価償却

に合わせて順次収益化するものでございまして１億 2,３２９万円，対前年度７００万 5,０００円

の減でございます。 

 恐れ入りますが，３８ページをお開きいただきます。支出でございます。 

 １款１項営業費用の１目原水及び浄水費は２億 3,１００万 4,０００円で 1,０６７万 4,０００

円の増となっております。これは瑞竜浄水場，内田浄水場，金砂郷地区の３浄水場及び取水関連

施設の維持管理費を計上したものでございます。主なものは人件費のほか，３９ページの１０節

委託料 6,３５９万 6,０００円，１３節の修繕費 2,７３４万 4,０００円，１４節の動力費 9,９５

０万 6,０００円，１５節薬品費 1,５１４万 4,０００円などでございます。 

 なお，委託料につきましては債務負担行為により議決をいただいている浄水場等管理委託に要
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する経費 3,５４０万円を予算化しております。 

 ２目配水及び給水費につきましては１億 5,５５７万円で，対前年度８９万円の減でございます。

これは送配水ポンプ場配水管，量水器などの維持管理費用でございます。 

 恐れ入りますが，４１ページをごらんいただきたいと思います。 

 １１節委託料 3,０４２万円，１４節の修繕費 3,５２９万円，１６節の動力費 2,１９６万 8,０

００円などでございます。３目総係費１億 2,１７３万 2,０００円は，対前年度４０１万 2,００

０円の増でございます。 

 これらの費用は管理的な経費を計上したもので，主なものとしては人件費のほか，４３ページ

をお開きいただきます。１３節委託料 2,１５６万 8,０００円，１５節賃借料７７０万 4,０００

円などでございます。 

 ４４ページをお開き願います。４目減価償却費でございますが，５億 6,５０２万 2,０００円で，

前年度より 2,５６４万 1,０００円の減でございます。２項営業外費用につきましては１億 7,８

９３万 2,０００円，対前年度６００万 8,０００円の減でございます。これは主に１目の支払利息

及び企業債取り扱い諸費が減額となったことによるものでございます。 

 次に，４６ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入でございます。 

 １款１項１目企業債については，資本的支出の財源として 3,５３０万円を借り入れるものでご

ざいます。 

 ４７ページに参りまして，支出でございますが，１款１項１目の上水道拡張費７５３万 2,００

０円，対前年度 3,８５２万 4,０００円の減でございます。配水管の設置工事や茅根取水場の用地

造成に係る経費を計上しております。２目上水道改良費１億 1,６２４万 9,０００円は，対前年度

４６４万 8,０００円の減でございます。１節工事費でございますが，単独事業５路線，下水道事

業関連５路線，建設課事業関連３路線，県工事関連１路線の合計１４路線の配水管布設がえ工事

のほか，老朽化した遠方監視設備の更新工事などを予算化しております。 

 ４８ページをお開き願います。２項１目企業債償還金３億 3,１０５万 4,０００円は，対前年度

2,６７１万 2,０００円の減でございます。 

 なお，７ページから３５ページまで予算に関する説明書がございますので，後ほどごらんいた

だきたいと存じます。 

 続きまして，議案第３９号平成２８年度常陸太田市工業用水道事業会計予算についてご説明申

し上げます。 

 恐れ入りますが，４９ページをお開き願います。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条は業務の予定量でございます。給水事業所数４社，年間総給量は９３万 2,５００立方メ

ートル，１日平均給水量 2,５５５立方メートルといたしました。主要な建設改良事業につきまし

ては，2,１９６万 1,０００円を予定しております。 

 第３条は収益収入及び支出の予定額で，次のとおりと定めます。 

 収入につきましては，第１款工業用水道事業収益 9,６２５万 4,０００円で，対前年度比 5.４％
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の減となっております。 

 次に，支出でございますが，第１款工業用水道事業費用 9,０９４万 7,０００円で，対前年度比

は 3.８％の減となっております。 

 第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 恐れ入りますが，５０ページをお開き願います。収入につきましては，第１款資本的収入 2,１

８０万円で，対前年度比１7.０％の減となります。支出につきましては，第１款資本的支出 3,９

５１万 5,０００円で，対前年度比１7.６％の減でございます。 

 恐れ入りますが，４９ページにお戻りいただきまして，下から２行目の中ほど，資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額 1,７７１万 5,０００円は，過年度分損益勘定留保資金３３万

1,０００円，当年度分損益勘定留保資金 1,６０７万 3,０００円，過年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額，次のページに参りまして，１万 9,０００円，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１２９万 2,０００円で補填するものといたします。 

 第５条は企業債の定めでございます。起債の目的は，水源及び送配水施設更新事業で，限度額

を 2,１８０万円と定めます。 

 第６条は，一時借入金の限度額で 1,０００万円と定めるものでございます。 

 第７条は，予定支出の各項の経費の金額の流用の定めで，営業費用と営業外費用間に限ると定

めるものでございます。 

 第８条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の定めでございます。 

 第９条は他会計からの補助金で，補助を受ける金額は 1,９３４万円とするものでございます。 

 予算の内容につきまして，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，飛びまして８１ページをお開きいただきたいと思います。収益的収入及び支

出のうち収入でございますが，１款１項営業収益の１目給水収益は 5,２２０万 2,０００円で，対

前年度６５９万 7,０００円の増額を見込みました。これは金砂郷工業用水道事業におきまして，

昨年度，年度途中の７月１日から給水している木質バイオマス発電事業所が１２カ月間給水をす

ること，また，これまでの実績等によりまして超過料金を計上したことによるものでございます。

２項営業外収益の２目他会計補助金は 1,９３４万円で，６１６万円の減でございます。なお，補

助金の使途につきましては，経営経費の一部に充当するものでございます。３目長期前受金戻入

につきましては，償却資産の取得財源を減価償却に合わせて順次収益化するものでございまして，

1,１７１万 6,０００円でございます。 

 ８２ページをお開き願います。４目雑収益においては，経営経費負担金など 1,２９７万 3,００

０円を計上しております。 

 ８３ページでございますが，支出でございます。 

 １款１項１目原水及び浄水費 2,７５１万 5,０００円は，浄水場などの維持管理のための経費を

計上したもので，対前年度１３３万 1,０００円の増でございます。主なものは５節委託料８７０

万 8,０００円，８節修繕費４７７万 5,０００円，９節動力費５９３万 3,０００円などでござい

ます。 



 ５３ 

 恐れ入りますが，８４ページをお開き願います。２目配水及び給水費９００万 4,０００円につ

きましては，宮の郷工業用水配水池に係る管理経費を計上したものでございます。３目総係費は

2,３１０万 3,０００円で，対前年度１０２万 1,０００円の増でございます。この経費は人件費な

どの管理的な経費を計上したものでございます。 

 ８５ページに参りまして，４目減価償却費 2,５０５万 4,０００円は，対前年度３４万 4,００

０円の減となっております。 

 ８７ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入でございますが，１款１項１目の企

業債につきましては，資本的支出の財源として 2,１８０万円を借り入れるものでございます。 

 ８８ページをお開き願います。支出でございます。１款１項１目工業用水道改良費については，

高貫浄水場及び宮の郷配水池の設備更新工事 2,１９６万 1,０００円を計上しております。２項１

目企業債償還金 1,７５５万 4,０００円は，借入額の一部が償還満期を迎えたため，対前年度７８

５万 7,０００円の減となっております。 

 なお，５３ページから８０ページまで予算に関する説明書がございますので，後ほどごらんい

ただきたいと存じます。 

 以上で説明は終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○深谷秀峰議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○深谷秀峰議長 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，３月７日，定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午後２時１９分散会 


